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開会 午前９時３０分 

 

○委員長（井川佳子君） 

  皆様、おはようございます。 

  予算特別委員会２日目となりました。よ

ろしくお願いいたします。 

  ただいまの出席委員は６名であります。

定足数達しておりますので、予算特別委員

会を開会いたします。 

  本日は、東日本大震災から１０年となり

ます。午後２時４６分に黙禱を行いますの

で、委員会が続いておりましたら休憩を取

って黙禱を行いたいと思いますので御協力

をお願いいたします。 

  それでは、昨日から引き続きまして、令

和３年度豊能町一般会計予算の本日は１２

２ページ、款１０・教育費、項１・教育総

務費から１３６ページ、項４・幼稚園費ま

で説明願います。 

  順次説明お願いいたします。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  おはようございます。教育総務課の入江

です。 

  それでは令和３年度豊能町一般会計予算

の教育総務課の関連から最初御説明申し上

げます。予算書１２３ページ、予算説明資

料は１６６ページをお開きください。 

  款１０・教育費、項１・教育総務費、目

２・事務局費の事業として２．学校園管理

事業でございます。主なものとしてここの

中で１２・業務委託料でございます。この

中には、昨年１０月２２日の臨時議会で認

めていただきました小中一貫校施設整備事

業の基本設計、実施設計の継続費の令和３

年度分6,６９９万8,０００円を計上してお

ります。また同じ業務委託料の中にＧＩＧ

Ａスクール構想に基づき、小中学校の児童

生徒用のタブレット、パソコン等の機器の

保守に係る業務委託料３１０万2,０００円

を計上しております。 

○委員長（井川佳子君） 

  どうぞ、順次御発言お願いいたします。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。おはようござい

ます。 

  私のほうからは、予算書１２５ページ、

予算説明資料１８２ページのところになり

ます。 

  学校教育充実事業のところです。予算説

明資料の１８３ページ、４番目です。デジ

タル教材教育事業につきましては、ＧＩＧ

Ａスクール構想に伴いましてタブレット端

末を導入しましたので、デジタル教材の購

入費用を計上しています。教材内容につき

ましては、各学校の情報教育担当の先生方

と協議しながら必要なものを購入していこ

うと思っております。本事業については補

助金等の特定財源はありません。 

  同じく予算説明資料１８３ページの５番

目、子どもの読書活動推進事業ですが、書

籍購入の予算が令和２年度ありましたが、

令和３年度につきましては、学校予算の中

で賄っていただこうと考えております。で

すので読書活動に係る事業予算のみとなっ

ております。本事業については、補助金等

の特定財源がありまして、以前でしたらソ

ムリエ事業というのをやっておりましたが、

それの代わる読書の推進とか啓発活動を今

後も続けていきたいと思っております。 

  続きまして、同じく予算説明資料１８３

ページ、６番目小中学校学力等調査事業に

つきまして、今年度は対象学年を１年生か

ら中学３年生まで全学年を対象に考えてい

るということと、その試験に対する単価が

少し上がっておりますので、若干増減して

おります。本事業については補助金等の特

定財源はありません。 

○委員長（井川佳子君） 
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  どうぞ。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  おはようございます、こども育成課の竹

内です。 

  私からはこども育成課関連部分を御説明

いたします。 

  予算書は１２６ページ、当初予算説明資

料は１９４ページをお開きください。 

  款１０・教育費、項１・教育総務費、目

２・事務局費の説明欄１１．子ども・子育

て支援事業でございます。主なものでは、

予算書１２７ページの１８．負担金でござ

います。負担金のうち保育・教育給付負担

金は町内の子どもが通う町外の私立幼稚園、

認定こども園への負担金ですが、令和２年

度の実績見込みから算出し減額しているも

のです。 

○委員長（井川佳子君） 

  どうぞ。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  続きまして、私のほうから御説明させて

いただきます。 

  予算説明資料１８７ページ、予算書につ

きましては１２７ページを御覧ください。 

  説明欄のところの１２．保幼小中一貫教

育推進事業のところですが、学校運営協議

会の設立準備委員会に係る経費を計上して

おります。委員報酬や先進地等への視察旅

費、会議運営経費として計上させていただ

いております。本事業については補助金等

の特定財源はございません。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  どうぞ。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課、入江です。 

  続きまして予算書１２８ページ、予算説

明資料は１７０ページをお開きください。 

  款１０・教育費、項２・小学校費、目

１・学校管理費、大事業名は説明欄の２．

小学校管理事業でございます。そこの１４

番、工事請負費でございます。7,７００万9,

０００円でございます。予算説明資料では

小学校施設整備事業として東ときわ台の２

号館、図書室がある校舎でございますが、

そこと渡り廊下あるいは給食室の屋上の防

水工事の予算計上しているものでございま

す。 

  続きまして、予算書１３１ページ、予算

説明資料は１７６ページをお開きください。 

  款１０・教育費、項３・小中学校費、目

１・学校管理費、説明欄の事業費は２．中

学校管理事業でございます。ここの消耗品

でございます。この中の主なものとして来

年の中学校が新規採択の教科書となるため、

その教員が使用する教科指導書及び教科書

を購入する予算４２５万7,０００円を計上

しております。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  次に予算書１３４ページ、当初予算説明

資料は１９５ページをお開きください。 

  款１０・教育費、項４・幼稚園費、目

１・幼稚園管理費の説明欄に、ひかり幼稚

園管理事業でございます。主なものでは１

７．庁用器具費１８万6,０００円でござい

ます。これは国の幼稚園の感染対策、ＩＣ

Ｔ環境整備支援事業を活用し、幼稚園教育

業務のＩＣＴ化を行うものです。具体的な

内容は、昨日予算書９０ページ、予算説明

資料１８８ページの吉川保育所管理事業で

御説明いたしましたことと同じでございま

す。 

○委員長（井川佳子君） 

  どうぞ。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課、入江です。 
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  予算書は次に１３５ページ、予算説明資

料は１８１ページを開きください。 

  款１０・教育費、項２・幼稚園費、目

１・幼稚園管理費、説明欄の事業は４．ふ

たば園管理事業でございます。そこの１２

番、業務委託料でございますがふたば園の

屋上防水の改修工事に係る実施設計予算８

７０万8,０００円を計上しているものでご

ざいます。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課竹内です。 

  申し訳ございません、説明が１つ私抜け

ておりまして、少しお戻りいただいてよろ

しいでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  どうぞ。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  予算書１３４ページ、当初予算説明資料

は１９５ページをお開きください。 

  説明欄３．のひかり幼稚園運営事業でご

ざいます。主なものでは、予算書１３５ペ

ージの１２．業務委託料でございます。５

８８万9,０００円です。これは運動会での

放送器具操作委託４万4,０００円と幼稚園

教諭派遣事業５８４万5,０００円です。放

送器具操作委託は令和２年度と金額の変更

はありませんが、幼稚園教諭派遣事業は１

名分を計上しております。これは吉川保育

所での保育士派遣事業と同じでございます。 

  続きまして予算書１３５ページ、当初予

算説明資料は１９６ページをお開きくださ

い。 

  款１０・教育費、項４・幼稚園費、目

１・幼稚園管理費の説明欄４．ふたば園管

理事業でございます。主なものでは１７．

庁用器具費１８万6,０００円でございます。

これは、国の保育所等におけるＩＣＴ化推

進事業、感染対策事業を活用し、保育業務

のＩＣＴ化を行うものです。具体的な内容

は先ほども御説明しました、昨日であれば

予算書９０ページ、予算説明資料１８８ペ

ージの吉川保育所管理事業でタブレットを

設置するものと同じでございます。 

  続きまして予算書は同じ１３５ページ、

当初予算説明資料も同じ１９６ページを御

覧ください。 

  説明欄５．ふたば園運営事業でございま

す。主なものでは予算書を１３６ページ、

１２．業務委託料1,９３５万3,０００円で

ございます。これは給食調理業務を委託し

ます1,３４６万4,０００円、運動会での放

送器具操作委託４万4,０００円と保育士・

幼稚園教諭派遣事業５８４万5,０００円で

す。給食調理業務委託、放送器具調査委託

は令和２年度と金額の変更はありませんが、

保育士・幼稚園教諭派遣事業は１名分を計

上しております。派遣事業の内容は吉川保

育所、ひかり幼稚園と同様です。 

  説明は以上でございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  これより質疑を始めます。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。おはようございます。 

  まず初めに、説明資料の１６６ページを

お願いします。予算書は１２３ページにな

りますが、この中で小事業名４番、タブレ

ット・パソコン保守事業ということで先ほ

ど説明ございましたけども、もう少しお伺

いしたいんですが、要はこれってサポート

補修となってますんでＧＩＧＡスクールサ

ポーターというあれとはまた別なんですね。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  別でございます。サポーター事業のサポ

ート、いわゆる教員のパソコンの学習を教
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えるサポートじゃなくて、これは機械の保

守、例えばうまく立ち上がらないとか機械

がね、９１４台入れましたので、なかなか

私ども事務職の中ではそれをサポートする

のは量的に難しゅうございます。なのでそ

ういう機械の不具合等が当初やっぱりいろ

いろ使ってくるといろいろ使い勝手の問題

とか出てくると思いますので、そのあたり

は一応委託をしてサポートをお願いすると、

そういうような内容でございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  ということは、一般的にはヘルプデスク

みたいなそんな感じですね。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課、入江です。 

  おっしゃるとおり、電話で解決するもの

は解決しますし、もし現場に行って作業が

必要とあればそういうこともお願いしたい

と思っております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほか質疑ございますか。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  これは何人で行う分なんですか、何人さ

れるんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  何人というわけではございません、これ

はそういう仕様で何人かかっても別にそれ

ばいいんです。そういうトラブルを解消し

ていただければ、こちらとしては別に何人

かかろうが１人やっていただくことも可能

かもしれませんし、複数で当たっていただ

くことも可能かもしれませんということで、

それは人数的にはあまり制約というかあれ

はしておりません。 

  契約は当然業務委託ですので、会社を想

定しておりますので会社の職員が当たると

いうイメージをしております。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  町内の業者というか、じゃないんですね。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  町内の業者でそういう業者がいれば非常

に心強いんですけど、なかなかそのような

業者は町内に見当たらないというのは実情

でございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑はございますか。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  そうしましたら予算説明資料の１７０ペ

ージをお願いいたします。予算書は１２８

ページに当たりますが、この説明資料の１

７０ページの小事業名の小学校設備整備事

業ですか、例の東ときわ台小学校の防水工

事ということで、大きな金額が上がってお

りますが、これはいつ頃やっていつ頃終わ

るそうなみたいなそんなような予定はある

んですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  予算を認めていただきましたら、すぐ契
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約手続に約２か月程度は要ると思います。

額が大きゅうございますので、これはこの

額相当の契約金額であれば、議決案件にな

るというので、工事契約の承認を議会でい

ただく形になると思います。なのでそうい

う時間もございますので、そういう手続を

経て工事にかかれれば、大体夏頃から着手

をして年度内には完了していきたいと思っ

ております。防水工事ですので、教室の中

をいじくるわけでは基本的にはございませ

んので、なるべく授業の支障を来さないよ

うに進めていきたいたいとは思っておりま

すが、予定としてはそういう形、年度内に

完了することを予定しております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  すみません、委員長より今の項目で聞き

たいんでいいですか。 

  東ときわ台小学校なんですけれども、令

和８年には吉川中学のところに統合すると

いうことなんですが、それまではもたない

事業なので進めるということでよろしいん

ですか。 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  委員長御指摘のとおり雨漏りがひどうご

ざいます。何とかこちらのほうで修繕等で

対応できる小額の分はやってきたんですけ

ど、なかなか屋上の状態が悪うございまし

て、授業にもなかなか支障を来してくるよ

うな状況が見込まれるということで、今回

やむを得ずといいますか防水工事の予算を

計上したという次第でございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  先ほど、保母さんの数が足りないという

ことで… 

○委員長（井川佳子君） 

  ごめんなさい、予算説明資料何ページと

かないですか。 

○委員（秋元美智子君） 

  総体的に。 

  ていうことなので、やはりこれから先考

えて、今このあとに民営化するからこのま

ま行くかというふうな話をどこかでするよ

うなこといってたので、その検討委員会の

予算はどこに上がってますかっていう質問

なんです。 

○委員長（井川佳子君） 

  ごめんなさい、失礼いたしました。 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  民営化も含めてこども園化の検討する場

としましては、子ども・子育て審議会を考

えております。その予算、例年審議をして

いただいておりますので、設置しておるん

ですが予算書は１２６ページ、説明欄で言

いますと１１．子ども・子育て支援事業、

１．非常勤職員報酬の下に子ども・子育て

審議会として、ここで委員さんの報酬とか

そこで係る費用というのをここの事業の中

で入れております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員、失礼いたしました。 

○委員（秋元美智子君） 

  ということは１０人で年４回の予算のこ

こですよね。これの中で今までの町の中の

がらっと変えようとするを継続的なその形

でいいんですかね。足りますか、事。どう

いう計画でいつまで何をしようとしている

のかちょっと見えてこないので、この予算

の中でどのように進めていこうとしている
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のかお尋ねします。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  去年までは子ども子育て計画の進捗状況

等の分で２年度は一度させていただいてお

ります。一応予定ではここで４回分として

おりますが、この４回の中で民営化をして

いくのか、このまま直営といいますか、町

で行っていくかというのを今年度はまずそ

この部分から行っていきたいというふうに

考えております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ということは、この４回はいつと、いつ

と、詰めていくのかどうかその計画的なも

のが立っていますか、例えば４月に１回、

５月に１回とか。それともその先飛んでい

くのか、もう具体的に決まっているようで

したらお願いいたします。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  ５月には一度したいと思っておりますが、

具体的に次が何月というふうな計画、何月

に行うかというところまでは、申し訳あり

ません、現段階ではまだ立てておりません。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  じゃあ今年度４回の中で結論は出てくる

という認識でよろしいですか。それはいつ

頃出てきますか、という質問でお願いいた

します。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課、竹内です。 

  今年度の中では、最終民営化するのか町

営でいくのかというのは、そこまではまだ

出ないかと思っております。 

  方向性としては出していこうと思ってお

ります。最終結論ではなくて、どういうふ

うにあと今後検討していくのかという方向

性になるかと思います。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  今の件で、民営化がなぜいいのか、また

町営で直営がいいのかどうかいうところの

そういう根拠的なことを、やっぱり審議会

の皆さんにも認識していただかなくてはな

らないんじゃないかと思うんですね。これ

は焦ってはいけないと思っています。豊能

町のそれこそ幼児教育に関する大事なとこ

ろなので、民営化は私は反対のほうなんで

すけれども、そういうところでの慎重さが

やはり必要だと思います。 

  その点でちょっと、民営化に傾いていく

ような方向に持っていくいう話になるのか

そういうことはしませんね。そのところを

しっかりと審議会の皆さんにもきちっとし

た説明が必要なのではないかというふうに

思いますがいかがですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  民営化するのかこのまま町でいくのかと

いうのは、それは全部含めてお話というか

議論というかをしていただく場というふう

に私は考えております。 
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  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  去年も同じ予算取ってますわね。今の話

ですと民営化にいくかそれともこのまま町

営でいくかということには、ここの委員会

でお任せするということなんですけども、

先ほど聞いたように新たな役目ですよねそ

れは。従前からそういうことを検討してい

る委員会ですかここ。そこをお尋ねします。 

  とっても大事だと思うんですね。町のこ

れからをどうするかですから。今も聞いて

るようにあちらこちらで保母さんの数が足

りなくなっている。だったらなおのことど

うするか早急に決めなくちゃいけない。民

営化のほうが早く解決するのか、それとも

豊能町の中で西のほうで幼保一元化を目指

してそこで何とか集約するのか、そのとき

に民営化にするのか公営にするのか急がな

くちゃいけない問題ですから、いつここの

中で検討して出していくか、この人たちに

そのままお任せしていいかどうかも非常に

疑問なんで、もうちょっと詳しく説明して

ください。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  子ども・子育て審議会におきましては、

委員がおっしゃるとおり、子どもたちの保

育であるとか教育そういうのを一緒にお考

えいただく場というふうに考えております。

ですので、こども園の在り方ということに

つきましても、その場で一緒にお考えいた

だき御意見等をお伺いするような場にさせ

ていただきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  質問お願いします。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ていうことは、ここの予算だけで十分だ

という認識でよろしいですね。この後こう

いう委員会立ち上げるから新たな補正予算

とかっていうことありませんね。それだけ

確認します。 

  明言してください、ここの中でやるんだ

ということを。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  今年度につきましては、ここでさせてい

ただいている予算の中でさせていただきた

いと考えております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑。 

  中川副委員長 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。私のほうからは説明資料の１

８１ページで予算書が１３５ページになり

ます。 

  この説明資料１８１ページの小事業２つ

目、ふたば園の施設整備ですね。防水工事

に係る実施設計ということで、今回８７０

万8,０００円上がっておりまして、実施設

計ということは、その後に今度は実際の工

事にかかると思うんですけども、ざっくり

さっき東ときわ台小学校の防水工事の額も

結構な額かかってたんですけども、このふ

たば園も同様に結構な工事費が後々また出

てくるということになるんかなと思います

が、そのあたりどれぐらい予定してるんで

しょうか。 

○委員長（井川佳子君） 
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  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  ８７０万8,０００円の設計を来年度やっ

ていきたいと思っておりまして、１年かけ

て設計はしていきたいと思っております。

次年度にその工事費を予定しておるのです

が、今概算で設計は実際上がってないので

概算なんですが、想定としては6,１００万

円程度かかるのではないかということを想

定してます。まだこれは実施設計してみて

はっきり分かることなんですけど、それを

また４年度に工事をお願いしたいというよ

うに考えております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  予算書の１２７ページなんですけども、

奨学金の件なんですけど、ちょっと上がっ

てますね。ていうのはコロナか何かのそう

いった影響があるのかどうかというところ

を鑑みてのことなのかなということと、ほ

かの事情があるのかということと、あと内

訳的にどうなってます。書いていたらもし

ごめんなさいお願いします。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  予算説明資料は１６９ページになります。

今年度貸付金の予算としては４７５万2,０

００円を上げております。内訳としてなん

ですが、まず新規枠といいますか来年度新

規で申請される方の分をこれは毎年一定の

人数を上げさせていただいております。人

数でいえば高校生は５名、専門学校が２名

あるいは大学生が５名、あとは専修の学校

が２名と計１４名、これは枠でございます

のでその部分については上げさせていただ

いております。それが３１０万8,０００円、

これは毎年この額を上げさせていただいて

おります。それに加えて継続の方が５名、

大学生、高校が１名ございます。その分が

１６４万4,０００円ございます。内訳とし

ましてはそれを合わせますと４７５万2,０

００円という形で上げさせていただいてお

ります。 

  コロナとかいうところは、申込み例えば

件数が増えるとかでしたらその影響もあろ

うかと思うんですが、今この御時世ですの

でどういう形で申請が増えるかもしれませ

んが、今年の例でいきますと認定は２名ご

ざいました。大学生が１名、高校生が１名

という形の状況になっております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  そうしましたら説明資料の１７９ページ

をお願いします。予算書では１３３ページ

になります。この説明資料１７９ページの

小事業１個しかありませんが、中学校教育

振興事業ということで、今回令和３年予算

は７７万5,０００円が計上されてまして、

ところが令和２年が４７３万2,０００円と

いうことで、ほぼ４００万円ぐらい減額に

なってますが、このあたりも何か理由とい

うか要因は何なんでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  今御指摘いただきました減額の要因でご

ざいますが、これは中学校の情報教室のパ
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ソコンのリース、これが終了しました。平

成２７年に購入したものが５年経過して終

了したというところのリース料が減ってい

ると、これ２校分、両中学校分です。それ

が主な要因です。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  予算書の１３５ページ、説明資料の１９

６ページの３番目なんですが、昨日も質疑

があったんですが、今後人材派遣会社と派

遣委託契約結ぶことで、どこも保育士さん

とかもどこも不足しているんですけれども、

スムーズに確保できる状況なのかというこ

ととメリットとデメリットを伺います。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  派遣会社に一度確認しましたところ、や

はり長期間にわたって例えば１年間である

とかで行ける方を絶えず登録しているとい

うわけではないようです。スポット的にイ

ベントがあります、そのイベントで１日、

２日来ていただくという登録の仕方はされ

ているようなんですが、やはり長期間に働

かれるというところは、そういう方は登録

があり依頼が園所等で依頼があればそこに

決まっていくというふうに聞いております。

ですから、絶えずいつでもその人を派遣い

ただけるというわけではありません。 

  それとメリットデメリットにつきまして

は、メリット的に考えるのは一定その派遣

会社でもきちっと登録された方を面接等さ

れておられますので、資格があるからすぐ

派遣されるというのではなく、ある一定の

スキルといいますか、それを備えた方を紹

介、派遣いただけるというふうに聞いてお

ります。デメリットときにはやはり費用が

高くつく。それは派遣会社の運営費といい

ますかそういうのも含まれておりますので、

その点があるかと思います。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  どこも保育士さんも不足しているんで大

変だと思うんですけど、スポット的に来て

もらうという形を取って、うまいこと回っ

ていくのかどうかっていうのが、ちょっと

今聞いて心配になったんですけど。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  申し訳ございません。私の説明が少し足

りないようですいません。私どものところ

に来ていただく場合は、１年間を通じて同

じ方に来ていただくというふうに考えてお

ります。 

  以上です 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  今の関連ですけれども、保育士が全国的

にも不足しているいうのはよく言われてお

りますけれども、豊能町にも保育士の経験

されている方が年配の方が多いんですけれ

ども、年齢制限があるのかどうかその辺お

聞きしたいのと、町にこういういろいろな

職種で登録されている中で保育関係とかが

関係する職種を選んで申し込んでおられる

方もいてはると思うんですね。いてないん

ですか、教員資格持っている方も結構おら

れるんですけど。以前はその登録して吉川

保育所でずっと非常勤で働いている方もい
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て本当に喜ばれていますが、そういうこと

は最近はないんでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  年齢の制限につきましては、改正されて

なくなっておるというふうに聞いておりま

す。それと会計年度任用職員さんとして登

録されて声がかかるのを待っておられる方

がいるかと解釈したんですが、そういう方

はいらっしゃいません。登録があれば秘書

人事課とも連携しておりますので、すぐ教

えてもらえるというか足らないところに紹

介していただくようにしております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  私も関連のことになりますが、今のね。

昨日一生懸命派遣のためにはこんなふうな

ハードルがあって、それ越えなあかんよみ

たいな話させてもらいましたけども、もう

一つ私質問してみたいのは、派遣として１

年間なりずっと継続して来ていただくいう

ことにはなるいう話さっきされてましたけ

ども、この実際のその派遣に来ていただい

た方が結構いい方やなという場合、その方

を逆に正職員として雇い入れるというかそ

んなこともできるんかなと思いますが、そ

んなふうにできるんであれば、逆に我々一

生懸命探してなかなか見つからんかったの

に、その人材をキャッチできるということ

なので、そういう初め派遣で来ていただい

てて、その人をうまいことうちの職員にな

っていただくいうたらおかしいけども、そ

んな雇用したりするようなことは考えてお

られるんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  いい方であって、その後例えば職員にな

り会計年度任用職員なりということなんで

すが、これもその派遣会社とも確認しまし

た。実際に派遣者と派遣会社との契約まで

は、それは個別の契約になるので見ており

ませんが、それは信義則に反するのでそう

いうことはしないというふうに聞いており

ます。 

  また逆のパターンになるかもしれないん

ですが、今会計年度で来ていただいている

方が、ここ町を辞めて、その派遣会社にお

勤めになるということも想定されるんです

が、仮にそうなっても派遣会社は例えば豊

能町であれば豊能町にその方を派遣しない

と、これもやはり信義則に反することにな

るというふうに聞いております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  私、そのあたりいろいろちょっと、これ

は三重県の松坂市で行っている派遣業務委

託基本契約書の何かの条項でありまして、

これが実際松阪市のどんな職種の方を派遣

で使っておられたのか分からないんですけ

ども、その条文の中に本契約終了後、甲が

乙まあこれは松坂市と契約会社ですけども、

派遣労働者を雇用する場合には本契約期間

終了の５か月前までに乙すなわち派遣会社

に申し出なければならないみたいな文言が

書いてあるんで、これ見ると派遣で来てい

ただいてる方を雇用することができそうな

文面かなと私はそのように思ったんですけ

ども、それでちょっと質問してみたんです。

その点いかがですか。 
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○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  申し訳ございません。私その松阪市の契

約まではちょっと見ておりませんので分か

らないのですが、いろいろ派遣会社に聞い

ている中で、やはりその申し訳ございませ

ん、それはその方がおっしゃっていた内容

になってしまうんですが、やはり信用が重

要だと、派遣をする人、登録されている方

を民間であれ、役所であれ、派遣をすると

いうことは労働者を守らないといけない、

またその過程において労働者、派遣会社そ

れと派遣先、そこはやはり信頼関係で成り

立つというのをお聞きしておりますので、

なかなかそのいい方だからお願いしたいと

いうのはそれは私も考えるんですがちょっ

と厳しいのかなというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  保育士の処遇改善というのが本当に今大

事だと思っているんですけども、豊能町は

時給は非正規の分で幾らになっていますか。

１２００円ぐらいなんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  少しお待ちいただいてよろしいでしょう

か、すみません。 

  申し訳ございません、少し調べさせてい

ただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  では、この、質問でいいですか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  先ほどの１年間同じ方に来ていただくと

いうことなんですけれども、その後は継続

雇用というような形になっていくんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  あくまで１年間ですので、それが終われ

ばまた予算もお認めいただかなければいけ

ませんし、契約するかはその時点でのこと

になります。期間は１年間です。 

○委員長（井川佳子君） 

  すみません、委員長からごめんなさい。 

  １人雇い入れられる方は担任で雇われる

おつもりなのか、あるいは延長保育である

とか補助要員であるとかいろいろ職種はあ

ると思うんですけど、どのようにお考えで

すか。 

  竹内課長 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  今回予算として計上させていただいてい

るのは、担任ができる方ということで上げ

させていただいております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  昨日だったかしら、今後保母さん、幼稚

園教諭、どのぐらいで退職されてますかと。

毎年１人ずつ退職されていくような雰囲気

があったんですけども、ただ退職されてい

くけども少子化もあるでしょうし、お１人

の先生が見られる子どもさんの人数とかい

ろいろあると思いますのでお尋ねしますが、

来年再来年は今の辞めてもお一人の方を派

遣で受け入れたら状況的には間に合ってる、

間に合ってるって失礼な言い方ですけども、

対応できていくのかどうかお尋ねします。

ここ１、２年の話かどうかという意味で質
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問しています。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  今回計上させていただいてる分で、３年

度４月スタートは何とか回せる先生方に来

ていただけるというふうになっております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  それはそう思ってます私も。ただ毎年こ

れからお１人ずつ退職されていきますから、

ここ２、３年は各１人ずつ派遣を受け入れ

たら行けそうですかっていう質問なんです。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  その年々で新規採用の職員等の募集もあ

りますので、その応募者、採用数とを見な

がら不足すると思われる人数につきまして

は、派遣の方をお願いするというふうに考

えております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  あくまでも新規採用がなかった場合の話

です。なくて間違いないのは毎年お１人ず

つ辞めていくという、その前提に立ってお

尋ねしています。これいけるんですよね。

例えば今お１人が１人見てたけども、子ど

もさんは２人とか３人とか何かありますよ

ね、決められていますよね。そういったこ

とから大丈夫ですかという質問ですのでお

願いします。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  申し訳ございません、全く新規採用がな

いとなれば、ない分は派遣の方なり会計年

度任用職員さんの募集で対応していかなけ

ればいけないのかなと思います。 

  以上です 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  本当に思った以上に深刻だと思うんです

よね。このあと小中一貫校、幼保、幼稚園

からね、そういうふうな豊能町の教育を進

めていこうというような中では。ですから

さっき言いましたように、早くこの西にあ

る幼稚園と保育園統合していくかとどうか

ということも含めて、早急にやっぱり考え

ていってほしいと思います。要望です、こ

れは。 

○委員長（井川佳子君） 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  こども未来部八木です。ありがとうござ

います。 

  平成２３年には５所園を３所園に統合し

ております。そのときにも平成２０年ぐら

いに委員会の答申をいただいて、そこから

始めてもやっぱり３年かかっております。

もし今回そのときも民営化という話が初め

にもあったんですけども、その審議会で検

討していく中で、そのときはまだ民営化じ

ゃなくて公立で持つのがふさわしいのであ

ろうという結論がそこで出て、それを受け

て公立で今やっているというふうな状況で

す。 

  今回の場合ちょっと十何年前と大分情勢

も変わっておりまして、あのときは民間が

株式会社とか参入しだして、粗悪な民間の

保育者の経営者もいました。ただそれも大
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分淘汰されてきていると思います。そうい

うこともありまして、もう一度豊能町、子

どもも減っていく中、また施設も非常に老

朽化、吉川保育所なんて本当に老朽化して

おりますので、あれも建て替えないといけ

ないような状態ですので、新たに認定こど

も園を考えていきたいと。そのためには保

育の継承も大事ですので、民営化になった

ら保育の継承できひんのかということも一

般質問ではありましたけども、それは決し

て不可能とは思っておりません。また職員

の身分をどうするのかというのもあります

し、保護者の説明も非常に大事になってき

ます。ただ単に２つを１つにするだけでも

ですし、民営化にする場合についてはもっ

と丁寧にしていかなあかんので、とても今

からやっても３年から５年はかかると思っ

てますので、今から慎重にといいますか審

議会には学識者も保護者も入っております

ので、その辺を使いましてやっていきたい

というふうに思っています。４回の予算が

ありますけども、もし審議がもうちょっと

長引くようでしたら流用なりで対応してい

きたいと思ってますけども、その辺よろし

くお願いいたします。 

○委員長（井川佳子君） 

  暫時休憩いたします。 

（午前１０時２０分 休憩） 

（午前１０時２２分 再開） 

○委員長（井川佳子君） 

  では、休憩前に引き続き、会議を再開い

たします。 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 

  先ほど御質問いただきました。町の会計

年度任用職員さんですが、１時間1,０３１

円です。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  こういう状況なので、私は国の方の問題

があるということを指摘したいわけです。

というのは、保育士さんが不足するいうの

はこういうを低い時給が大きな理由になっ

ておりまして、平均年３６３万円、平均の

時給が1,１４７円なんですね、非正規ね。

こういうことであるから労働者の平均は大

体年５００万円といわれてるんですけど、

この中では保育士さんの低い時給なり、給

料なんですね。こういうところの改善を、

ぜひ引き上げるように、これは別になるん

ですけどそこから行かないと保育士さんの

獲得いうのはなかなか難しい、そういう問

題だと思っておりますので、国に大きな声

を上げて財政支援をしてもらうということ

が必要だと思います。これは全国的にも言

われておりますので、これを指摘しときた

いと思います。頑張ってほしいと思います。 

○委員長（井川佳子君） 

  要望ということでよろしいですかね。 

  ではすみません、もう切りがよろしいの

で一旦ここで休憩させていただきますね。

再開はまた放送をもってお知らせいたしま

す。 

（午前１０時２５分 休憩） 

（午前１０時３３分 再開） 

○委員長（井川佳子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  先ほどお聞きしました説明書１８１ペー

ジのふたば園の例の防水の実施設計の件で

もう一点お伺いをしたいんですが、こうい

う実施設計、業務委託で大きなお金が発生

しているということですけども、いつもな
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らば実際この実施設計、設計費用として妥

当なのかどうなのかみたいなんは、きちっ

とチェック、３階の建設関係とかそういう

専門家の専門的な知識のある人に精査して

もらうみたいなそんなふうなことをされて

いるようなことは前お伺いしたような気が

しますけども、今回のこのふたば園のこの

実施設計の金額的にはそういった専門家の

人にも見てもらった上で妥当な額として今

回計上されているんでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課入江です。 

  今回の設計費用については、委託してと

いうか業者に積算してもらったものではな

くて、直営の職員が、いわゆる３階の技師

が設計した金額でございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  予算書の１３２ページ、説明資料の１７

７ページ、ちょっと確認したいんですけど

も令和２年度よりも多少減額になっている

理由をお伺いします。東能勢中学校運営事

業の１つしか事業ないんですけど。令和２

年度から令和３年度がちょっと減額になっ

ている理由を伺います。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  予算書でいいますと東能勢中学校の運営

事業でございますね。ざっと前年度の予算

と比較してみますと光熱水料費の実績が下

がっております。そこが主な減額要因でご

ざいます。事業費自体は少のうございます

ので、あと消耗品ですね消耗品がこれも若

干下がっておりますので消耗品と光熱水料

費が前年度より減額になっているこれが主

な要因でございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  説明資料の１７６ページをお願いします。

予算書は１３１ページで、この説明資料１

７６ページ小事業名ナンバー２の新規採択

教科書を関連云々というその内容なんです

けども、初めに説明もいただきましたけど

も新しい年度の教科書を先生のためかな、

購入するみたいなそのような説明がござい

ましたけども、この教科書そのものは去年

だったかな教育委員さんとかが見られてこ

れでいきましょうかみたいに決定したあの

教科書のことですかね、あのときに決めた。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

 委員おっしゃるとおり、教科書採択の審査

というのはそれは教育委員会でやっており

ます。これは庶務は義務教育課でやってお

りますが、そこで選ばれた教科書の指導書

あるいは先生の教科書あるいは若干のデジ

タル教材というものをここに含めて計上し

ておるということでございますので、基本

的にはその審査に基づいて選定した教科書

に係る指導書、あるいは先生の教科書を購

入しているものでございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 
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  これと同じ教科書がこの令和３年から実

際学校で使われるということでよかったん

ですかね。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  そのとおりでございまして、令和３年度

から４年間その教科書を使用するという形

のものです。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  その教育委員さんたちが教科書を選定選

択するというそういうふうなことやってい

ただいたあのときにちらっと耳にしたのは、

ＱＲコードでしたっけね、そうなんがあっ

ていうような話を聞いたんですけども、そ

ういった意味では今回令和３年からはＱＲ

コードが載ったような教科書が実際使われ

るいうことの認識でよかったんですかね。 

○委員長（井川佳子君） 

  吉澤課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課の吉澤です。 

  教科書会社のほうもいろいろと考えられ

てまして、ＱＲコードを入れてそれを読み

取ることによっていろんな教材やら写真と

かそういうものが出るような形で子どもた

ちにも教科書になじみやすいような形で教

科書会社もいろいろやってますんで、そう

いうものが入ったものを選定しております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  ということは、これまでこの１年間かけ

て私はＧＩＧＡスクール構想の推進をずっ

と訴えてきまして、このたび全部タブレッ

トもそろって実際間もなく使うことができ

るんかなと思いますけど、そういったタブ

レットを使って子どもさんたちお一人お一

人がＱＲコードをぷっと読み取って、ぱっ

て何かその詳しいことをタブレットを使っ

て学習できるというふうなそういうことに

なっていくんですかね、そしたら。 

○委員長（井川佳子君） 

  吉澤課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  副委員長がおっしゃるとおり、そのよう

になっていきます。タブレットで読み取り

をして活用するというのも考えてますが、

今のところはまだそこまでは至っておりま

せん。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  議案書の１２５ページです。それと１８

５ページの説明書でございますが、１８５、

いや１２５が予算書です。 

○委員長（井川佳子君） 

  説明資料は１８５ですか。 

○委員（高尾靖子君） 

  はい。１８５その一番下のほうの欄があ

りますが、４番目のいじめ問題等の対策推

進事業でお聞きします。残念ながら今コロ

ナ禍の中でもこういういじめが多くなって

きているというようなことも聞かれますけ

れども、この発生状態といいますかこの内

容について説明書いてあるんですけどもも

う少し具体的に御説明いただけないかなと

思います。 

○委員長（井川佳子君） 

  吉澤課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 
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 義務教育課、吉澤です。 

  すみませんこの事業の説明をさせていた

だいたらいいということでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  ここに学校支援指導員を配置して、教育

問題の調査及び支援対象委員会を立ち上げ、

専門家を招聘することで重大な発生を防ぐ

ということですけど、これは立ち上げるい

うのはどういう構成なのかとか、その点に

ついて１年間こういうことで携わってもら

うとことになるのかとか、そういうところ

の内容についてお聞きしたいんです。 

○委員長（井川佳子君） 

  吉澤課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  すみません失礼いたしました。 

  いじめ問題対策委員会というのがありま

す。その方々は元警察の方、それから弁護

士の方、教育相談委員それから教員のＯＢ

の方、５，６名それからスクールソーシャ

ルワーカーそういった方々に入っていただ

いて、いじめ問題特に事案の大きなものに

なりましたら各学校の方から教育委員会の

ほうに報告がきます。その事案について審

議あるいは対応の方法等を検討していくこ

とになります。それは３年間の委嘱期間で

その委員の方々になってもらっておりまし

て、その事案があった際に招集して会議を

持って対応策を練っているという状況です。

ただ大変この場であれですけど、いじめは

ちっちゃいもんから大きいものまでいろい

ろ毎日いろいろありまして、学校の方でい

ろいろと対策を持っていただいております。

そこのそれぞれの学校でそれをどういうふ

うに対応していくかということは、各学校

のほうにもスクールカウンセラーというの

がおります。中学校の方には、府の費用で

見ていただいている専門家が東能勢、吉川

中学校それぞれ１人ずつ配置してます。そ

れから小学校のほうにも今年度につきまし

ては、お一人の方来ていただいて４小学校

を今回ってます。それぞれ学校で何かあっ

たとき教職員や子どもたちの相談に乗って

いろいろ対応策を練ってます。 

  それ以外にスクールソーシャルワーカー

を３名や雇い上げしまして、小学校、中学

校それぞれ学校の都合のいい日に回ってい

ただいて、そういう問題がないか、問題が

あった場合には対応するという形を取って

います。 

  また教職員の中でも、生徒指導の担当の

先生とかそういういじめとかがあった場合

に関わる先生方はいらっしゃいます。小学

校についてもいらっしゃいます。そういう

配置をしていますので、そこでまず問題解

決を練っていただいて、それからあるとき

には教育委員会のほうにも相談いただきま

すからそこに入っていろんな関係機関とつ

ないでいくというような形を取って対策を

しております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  詳しくありがとうございます。私どもも

学校の登下校など見ている場合もあるんで

すけども、その中でこれはいじめなのかな

というようなそういう状態がある場合もあ

るということを感じておりますけれども、

その場合はそういう見た方が学校にも届け

られるようなこともあるのか、その中で対

策をまた取られるのかそういう実態なんか

もやはり把握されることがあるのかどうか

その辺お聞きします。 

○委員長（井川佳子君） 
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  吉澤課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  議員の皆さんも子どもたちの見守り活動

していただいております。ありがとうござ

います。そこで先生方とちょっと気になっ

たところがあった場合にはいろいろお話し

していただいているというふうに聞いてお

ります。 

  またそれ以外にも、地域の方々とかＰＴ

Ａの役員の方々も見守り活動をしています。

それ以外にも私たちのほうでスクールガー

ドリーダーという方、元警察ＯＢの方です

がその方に立ち番をしながら子どもたちの

様子を見てもらって、報告を受けています。

ですので、いろんな角度からいろんな人か

らそういうところを見ていただいて、気に

なった点は学校あるいは教育委員会のほう

に御報告いただいていますので、それを学

校と教育委員会で情報共有しながら対応し

ております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  たくさんの方々が見守っておられるいう

のはよく分かりましたし、子どもたちがお

互いに傷つけ合うようなことがないように

私どもも協力していかなければと思います

けれども、その点十分重大なことに発展し

ないようにその辺はまとめておきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  予算書の１３０ページで説明書のほうは

１７３になります。１２９と書いてますけ

ども、実際は１３０ページ。光風台小学校

の運営に関する事業の１３０ページになる

１０番の光熱水料費についてお尋ねします。

ありますね。1,２８６万4,０００円。説明

書のほうは運営に関するものとしか書いて

ないので、私の勘違いだったら大変申し訳

ないんですけど、この水道光熱費というの

はプールの水入ってますよね。入ってなか

ったかな、まずお尋ねします。間違ったら

いけないので。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  御指摘のとおり、ここにはプールの水道

代も入っておる金額でございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  またこれも私の勘違いじゃいけないけど、

光風台小学校のプールの水漏れがひどくて、

最終的にプールの何か排水溝か何かの修理

か何かしたような気がするんですが、去年

と予算が変わってないのでどうしてかなと。

何か勘違いしてるのかなと思って私が。ち

ょっとお尋ねします。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  御指摘のとおり、幼児用プールが小学校

のプールに併設されております。そこの送

水管の状態が悪うございまして、なかなか

うまく水が循環しないと、いわゆるダクト

が結構高いということで、来年度、今回の

予算でも少しひかり幼稚園の管理事業のと

ころで書かせていただいておる予算説明資

料１８０ページになります。なので吉川小

学校と同様にシートスのプールを使用して、
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保育、水泳指導をしていきたいと思ってお

ります。なのであそこの幼児用プールにつ

いては来年度使用は控えたいと。小学校の

ほうは循環のパイプを露出配管にして、そ

れはうまいこと循環をされている状況でご

ざいますので、小学校のほうは一定問題な

いのかなと。 

  幼児用プールについてはなかなかうまく

水が循環しない状況がありますので。シー

トスを利用して水泳の、プールの遊戯とい

うんですか、それをしていきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員 

○委員（秋元美智子君） 

  じゃあ私が勘違いしたんですね。私、光

風台小学校の水漏れが激しくて、それで直

したんだから光熱水料費が当然少なくなる

だろうなと思ったけどそうじゃなかったん

ですね。そういう質問だったんです。違い

ますね、勘違いだったらまた質問お願いし

ます。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  確かに水漏れ、ひどうございました。光

風台小学校。なので今ろ過器に送る総水管

を露出配管して漏水の改善をしました。光

熱水料費は以前に比べてこれでも下がって

いる状況です。 

  ただここには、ひかり幼稚園の光熱水料

費も合わせて計上されているんで、見かけ

上金額は多うございます。水代については

その分の光風台小学校のプールの修繕をし

た結果、水代は下がっているとそういう状

況です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  去年と比較して約７０万少ないです。こ

れが漏水で、今まで出してた分で漏水対策

したから約７０万減ったという理解でよろ

しいですね。 

  去年は1,２１６万8,０００円だったんで

す、予算が。これは予算の比べっこですか

ら何ともいえませんけども、大体７０万ぐ

らいは漏水対策でそんだけ助かったという

ふうな理解でよろしいですか。予算上は。 

○委員長（井川佳子君） 

入江課長。 

  入江課長。 

  教育総務課の入江です。 

  ここに光熱水料費は水代ではなく電気代

も合算されております。大体実績に基づい

て予算要求はしておりますので、水代につ

いては若干落ちているような記憶がござい

ますので、その分は水代の改善はされてい

ると思っております。 

  ですが電気代についてはエアコンとか空

調が結構入り出してきております。その分

は電気代が伸びる要因も多々あるかなと思

いますが、状況としては水代については下

がっておるという認識でおります。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  私の家はポタンポタンというのが１か月

間それだけで１万円アップしたんです。何

かなと思ったらポタポタと落ちてそれだけ

で１万円アップしたから、光風台小学校の

水漏れの漏水対策でどれだけ安くなったか

なとちょっと期待してたんですけど、具体

的にはっきりこの金額っていうのは分から

ないものですかね。やった、やったという

ような。 
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○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  前年度と比較すれば決算ベースが出てく

るかなと思っております。ただ去年はコロ

ナで水泳がしていないという状況がござい

ますので、その分の影響がなかなか出てな

いと思いますけども、決算比較すればちょ

っと今ここでは今資料ございませんけど、

幾ら水代が安くなったのかいうのは分かる

と思います。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  予算ベースで比較できないのかという御

質問だと思うんですけど。 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  予算要求は前年度の使用実績を基に要求

しておりますので、そういう意味では去年

やっていない分、なかなか影響はつかみに

くいのかなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  予算書の１２５ページの就学援助事業で

すけれども、説明資料の１６８ページです。

ここで若干前年度よりか予算が５０万ほど

低くなっておりますけれども、この要因と

年度内支給は実施されるのかお聞きします。

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です 

  就学援助費の事業でございますが、前年

と比べて５１万7,０００円減額しておりま

す。要因としましては、児童生徒数が減少

傾向です。給付の割合もそれに応じて減っ

ているのかなと思っております。 

  約１０名程度は積算から減っております。

それが１つ要因でございます。あと入学前

支給のことであったかなと思うんですが、

今年度もやっております。 

  今年の認定の件数でございますが、御報

告申し上げますと、小学校では９名、中学

校では６名、計１５名の入学前支給の認定

をしているという状況でございます。 

  これは今後とも引き続き同じような対応

していきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  これが入学前の支給いうことで言われた

んですけど、これは入学説明会のときにも

う既にそういう申請書をお渡ししてるいう

ことでの申請がもう既にあったいうことに

なるんですね。それをちょっと確認いたし

ます。 

  学校では先生が児童や生徒に配るという

格好取っておられるいうこと、前聞きまし

たけど今も変わらないんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  就学援助の手続につきましては、入学説

明会のときにでも学校がやっていると聞い

ております。手続については例年変えてお

りませんので通例でしたら、年度当初に書

類をいただいて認定を６月ぐらいまでにし

て、１学期分の給付を夏休みの最後ぐらい

に支給していると。年３回ほど学期間で支

給しているという状況ですので、手続とし

ては例年とおりという形を取らせていただ

いております。 
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  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  この申請書は、先生が学校で渡すという

格好だけなんですね。吉川支所とか公共施

設に置いているというわけじゃあないんで

すか。そういう方法は取られないんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  就学援助の生徒は、基本的にはどこかの

学校に属しておりますので、そういう支所

とかでお渡しして学校に提出いただくとい

う形は取っておりません。ですから入学前

支給については入学前でありますので、ま

だ学校に在籍していない場合がございます。

これについては支所とかあるいは教育総務

課で受付をして認定をしているという状況

でございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  他市いろいろ聞きましたら、こういう入

学前の方は今そういう配慮されているとい

うことですが、学校関係の在籍している児

童生徒さんについても支所とかそういう公

共の場で申込書があるというふうに聞いて

おりますけど、そういう方法はもう取られ

なくて、現在の従来どおりにしていくとい

うことですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  申請は学校通じて提出しておりますので、

ただ学校長の世帯の様子いうのも聞き取り

ます。なので学校通じての書類の提出の方

がスムーズかなと思っておりますので、今

のところは出先機関でありますとかに置い

てお渡しするということは今のところは考

えて予定しておりません。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  説明資料は１７６ページをお願いします。

予算書でいえば１３１ページになります。

この説明資料１７６ページの小事業名、中

学校管理事業ということで上げていただい

て４千万何某という金額が計上されており

ますが、先ほど来、ふたば園の防水工事と

か東ときわ台小学校の防水工事とかいろい

ろございましたけども、中学校においても

吉川中学校の体育館ですかね、ここ結構２

０か所ぐらい雨漏りというようなことを聞

いてはおるんですけども、こういった中学

校の吉川中学校の体育館の雨漏り対策、対

応こういったものの修繕いうかそういった

費用なんかは、今回この中学校管理事業と

して上がってきているんでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  特別の修繕の予算というのは、今回上げ

ておりません。修繕料というのはここでも

う３３１万円ほど計上しておりますけれど、

その中であれば対応したいと思っておるん

ですが、吉川中学校の体育館につきまして

は非常に雨漏りがひどいというのは思って

おります。今は並行して小中一貫校の設計

業務にかかっておりますが、体育館につい

ても学校再編の関係上、体育館は改修を予

定しております。その改修をできれば前倒
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ししたいということは検討しております。

その分の設計を早く上げて早期に防水工事、

雨漏りに係る工事をしていきたいと。これ

は大がかりな工事になると思いますので、

その辺はこの修繕料の予算では対応できな

いと思っておりますので、そういう形で今

調整をしておるという状況です。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  そうしましたら前倒しで小中一貫の工事

とかもありますけども、それより前倒しで

取りあえず先進めたいというそういう答え

だと思うんですけども、ざっくりどれぐら

いにそしたらそれ完了できたらええかなみ

たいなそんなあらかじめの何かあるんです

か想定、いつ頃、何年とか。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  うまく設計等ができましたら、例えば来

年度設計をして４年度に予算を上げさせて

いただけたらという思いではおります。国

の施設改修の補助をつけれたら、それも併

せて計上したいと思っております。これは

補助の基準がありますので、基本的に雨漏

りだけではなかなかつきにくいという状況

もあります。外も内も触らないとなかなか

補助基準に一定割合触らないと採択されま

せんので、その辺は大阪府と協議しながら

です。それも併せて検討しておりますので、

整えば令和４年度に工事をお願いしたいな

という思いでおります。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  説明あったかも、ちょっと確認させてく

ださい。実質的には１２６ページなんでし

ょうかな、説明書は１９４ページになると

思います。この１２６ページから下の１２

７ページにわたるんですけども、保幼小中

一貫教育の推進事業とありますよね、主に

視察されるというお話だったんですけども。

この予算は報償金が昨年より３０万ぐらい

減ってるんですけども、メンバー、数が減

ったっていう理解でよろしいですか。 

  お願いします。 

○委員長（井川佳子君） 

  吉澤課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  人数は変わりはありません。報酬額の単

価の見直しをさせてもらいました。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  すみません、携帯電話マナーモードにし

ていただけると助かります。今何かピンポ

ンといったような気がしたのでお願いいた

します。 

  そのほか質疑ございますか。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  説明資料１９４ページをお願いいたしま

す。 

  今、秋元委員が質問した項目と同じにな

りますけども、この中の１番小事業名・子

ども・子育て支援事業ということでこれ金

額的に４、５百万下がってますが、そのあ

たりの内容分かれば御説明お願いいたしま

す。 

○委員長（井川佳子君） 

  竹内課長。 

○こども育成課長（竹内弘明君） 

  こども育成課の竹内です。 
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  この分につきましては、町外の私立の幼

稚園に通う子どもたちの負担金が一番大き

く下がっておりますので、２年度の実績を

見て金額を減額しているというところです。 

  以上です 

○委員長（井川佳子君） 

  では、すみません委員長の私から質問を

させていただきます。 

  予算書１３５ページ、説明資料１７６ペ

ージになります。今のところですけど、中

学校管理事業で給食委託業務の業務委託料

ですかね3,２９５万3,０００円上がってる

んですけれども、これだけかけてやはり子

どもたちにおいしいデリバリー給食を食べ

ていただきたいのと、一般質問でしました

けれども残渣率を下げる工夫を業者にどの

ように求めるかということをここだけで聞

きたいと思います。 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  残渣、給食多いのは一般質問等でも御指

摘をいただいておるんですが、そのときで

も部長が答弁したんです、一定ちょっと温

める方法も検討していきたいというように

思っております。どのようなやり方が一番

いいのかというところがありますが、基本

的に温めますと温度管理がなかなか、雑菌

が繁殖しやすい温度というところを避けて

安全に提供できる方法を確立しないといけ

ないので、その辺の課題がございます。な

のでどういう形が、少しでも温めるおかず

といいますか、ものを提供していけるよう

には一度検討していきたいと思っておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  私小学校のときはお弁当持っていって温

めましたよね。特にそこで病気は発生した

とか聞いてないんで、それは慎重の上の慎

重を重ねた結果の心配ですか。それとも容

器そのものが変わっていますよね。私たち

のときと違いますから。プラスチック系の

容器がちょっとクエッションかなというふ

うな御答弁なのかちょっと教えてください。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  工場で給食は作っております。その辺の

配送時間約１時間程度ぐらいかかっており

ますので、その間に一旦作ってから給食を

提供するまでの時間がかかりますと一旦下

げております。これは雑菌が繁殖しない温

度まで下げて、それでこちらのほうに搬入

しているという実情がございます。なので

作ってすぐ提供するんであればそういう冷

やす作業は要らないんですけど、そういう

作業が間に入るのでその間に雑菌が繁殖し

やすい温度にならないようにしているとい

うのが実情です。なのでそこを向こうで温

めてこちらに持ってくるまでの時間雑菌が

繁殖する恐れはあります。そういう形で一

旦食中毒を出してしまうとそれは業者の信

用にもなりますので、その辺はこちらも慎

重に検討していきたいと思っております。 

  以上です 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  学校にそういう温める施設を作るのかな

と思ったんですけど、いずれにしても、象

２頭、３頭分というふうな食材というのは

毎日のようにテレビでいってますけどＳＤ

Ｇｓ反することですわね。このことをしっ

かり考えていった場合に、じゃあこのまま
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この給食の形を続けるかどうか、何とか検

討しますとか温める方法を考えてますとか

いうレベルではもう追いつかないんじゃな

いですか。町として給食室を造るという何

かはっきりとしたそういう方針か何か立て

なくちゃ、あるいはもったいないからその

今残渣残った分を肥料か何かにしてるんで

すか。そういうふうな取組をするとか何か

別の形を考えないと、このあたりいかがお

考えです。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  今あの回収した残渣は業者のほうが引き

取っておりますので、その辺の裁量という

のはしていないというようなことは聞いて

おります。これは本町だけではなくて、業

者が工場で作っている分の全てがその中に

含まれていると思うんですけど、特段うち

の残渣で対応していることは聞いておりま

せん。ですから残渣につきましては、なる

べく生徒の関心を引くような取組はセレク

トデザートでありますとか、リクエストメ

ニューとかあるいは生徒には業者と生徒と

の交流いうような事業もやっております。

昨年度も業者の方が両中学訪れて、生徒会

の代表と交流しております。その感想は非

常に生徒の感想非常によかったです。その

生徒を通じて給食便りでありますとか生徒

への啓発で食育を促しているというところ

があろうかと思います。冷たいのも１つ要

因かもしれませんが、やはり食育というの

が非常に大事であろうと思っております。

また授業の入り込みで食育を絡めた事業も

展開するように加配で雇用している栄養士

を通じて取組もしておりますので、そうい

うトータル的な面で改善を図っていきたい

と思っております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  先に確認したかったんです。さっきは学

校で温める方法じゃなくて向こうで温める

というようなお返事だったんですが、学校

で温めるというふうなそういう方法は考え

てない、１つの方法ですよ、いかに残すの

残渣を減らすかという１つの対策としてそ

ういうの考えてますかという質問です。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。その辺も含めて

考えております。大がかりな設備投資は今

できないかなと思っておりますので、なる

べくその簡便な方法で、こちらで温めてす

ぐ提供するできるとそういう雑菌とかの繁

殖する恐れも低下しますので、その辺も含

めて取り組めないかなということで検討し

ております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そこほか質疑ございますか。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  予算書の１２３ページ、説明資料の１６

６ページ構成事務事業の表の２番目の小中

一貫施設整備事業なんですが、これに関わ

る何か提出資料みたいなのは一切ないいう

ことでございますか。 

○委員長（井川佳子君） 

  入江課長。 

○教育総務課長（入江太志君） 

  教育総務課の入江です。 

  委員おっしゃっているのは、先ほど御説

明しました昨年１０月の臨時会でお示しし

た分の小中一貫校の設計委託の事業費の値



24 

上がりの件でございます。その際に資料提

供はさせていただいておりますので、総額

の事業費でありますとか工事スケジュール

も併せて提供させていただいておりますの

で、今回これにつきましては令和３年度分

ということで取り当てて資料というのは御

用意しておりません。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほかございますかね。 

  なかったら私いいですか。 

  委員長の方から質問させていただきます。 

  予算書１２７ページ、説明資料１８７ペ

ージでございます。保幼小中一貫教育推進

事業でございまして、これですね令和２年

の活動を１回ずつ西と東と見せていただい

たんですけれども、令和３年度の予算も９

０万4,０００円上げてらっしゃるんですけ

ども、もちろんあの外枠だけじゃなくて中

のほうも進めていくというのは分かるんで

すが、お金の使い方でちょっと思ったんで

すけど、この間聴講させてもらった東と西

の取組という内容が何か似ているように思

って、だったら１人の講師を２校でウェブ

で見てもよかったんじゃないかなぁと思っ

たんですけど、やはり１つずつの取組とは

分かるんですけど、その内容によったらお

まけにウェブ授業でしたので、密になるこ

ともなく、何で１回ずつ別々に開いてるの

かなとちょっと疑問があったんですけど、

例えば９０万4,０００円使うときにそのよ

うな配慮ってなさらないんですかという質

問です。 

○委員長（井川佳子君） 

  吉澤課長。 

○義務教育課長（吉澤 亘君） 

  義務教育課、吉澤です。 

  今両中学校小中一貫校にするということ

で、それぞれに運営協議会の設立準備会と

いうのを設けております。形態としまして

は東地区については、小規模の学校になり

ます。西地区については、３小学校と１中

学校で大きなところになりますので、会自

体を別々の組織として考えておりまして、

それぞれ顧問先生もそれに関わったことの

ある先生を顧問としてお招きしております。

ですので、東のほうでは大原学院で関わっ

ておられた先生に来ていただいて、小規模

校の予算を皆さんに知っていただきたいと

いうことで入っていただいてます。ただ、

まず最初のところは小中一貫校ってどうい

うのかなということのお話の研修でしたの

で、どちらも初めほうは同じような話にな

ってたというのはたしかです。関わり方も

同じような関わり方で両方の先生が関わっ

ておられましたのでそうなってきます。 

  今後、会を重ねていって中身の検討それ

から施設の在り方とかを考えていくと、そ

れぞれの特色がありますので、それぞれ専

門的に関わった先生方の御意見も出てきま

すのでそれを知っていただこうと思ってお

ります。 

  ただ今回はコロナの関係で回数が少なか

ったので、そこまでは行けませんでしたの

で、まずは小中一貫どんなのかというの共

通認識で持ってもらうのもいいのかなと思

って、このような会を今回はそういう形で

進めました。全体でやってもいい場合には、

そういう形も今後は取らせていただこうと

思っております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  ありがとうございました。 

  ほかにございますか。 

  では、このページのくくりは、ここで質

疑終結させていただきます。 

  切りがいいのでごめんなさい、ちょっと

早いですけど休憩させていただきまして、
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再開は１１時半とさせていただきます。 

（午前１１時１９分 休憩） 

（午前１１時３０分 再開） 

○委員長（井川佳子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  では１３７ページ、項５・社会教育費か

ら１４４ページ、項６・保健体育費までを

説明願います。 

  中谷生涯学習課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  お疲れさまです。生涯学習課、中谷です。 

  それでは１３７ページから生涯学習課所

管に関わるところですが、主な変更点大き

く変わるところのみの御説明させていただ

きたいと思います。 

  まず予算書１４３ページ、予算説明資料

の２０７ページをお開きいただきますよう

お願いいたします。 

  款１０・教育費、項６・保健体育費、目

１・スポーツ振興費の２．体育施設管理事

業、１２．業務委託料ですが、こちらのほ

うが１２月定例会での補正で債務負担行為

を設定しさせていただいております、ふれ

あい広場とスポーツ広場のスポーツ施設、

２施設を一括して民間に委託するという経

費です。 

  続きまして、その下３のシートス管理事

業になります。予算説明資料のほうは２０

８ページになります。 

  １４．工事請負費ですが、こちらはシー

トスの屋上防水、トップライトの改修工事、

あとプール棟のカーテンウォールの防水工

事等を行うものでございます。大きなもの

はそれだけです。 

  説明は以上となります。 

○委員長（井川佳子君） 

  これより質疑を行います。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  説明資料２０８ページをまずお願いをい

たします。先ほどシートスの改修事業とい

うことで内容とか説明ございましたけども、

完了時期いいますかね、そのあたりはどう

いうふうになってるんでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  今実施設計終わりまして、工期のほうが

４か月かかるということで、あとトップラ

イトの改修ですが、こちらのほうアリーナ

の中になりますので、アリーナを使えない

期間が２か月ということで聞いております。

利用者の関係もありますので、早めに周知

等をせなかんと思いますので、工事のほう

は年度末というか後半になってくるだろう

と考えております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  同じページです。１４３ページ、説明書

２０８ページのシートスの改修事業なんで

すが、東京ドームですよね。この改修費用

は特定財源いうのが書いてあるんですけれ

ども、これで東京ドームが利益の２分の１

をこういう改修費に使うようなことがあっ

たと思うんですけども、そういう費用はそ

こに入っているのかどうかお聞きします。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  東京ドームとの契約では売上げで黒字が

出た分の２分の１について町にということ

でございますが、ここ数年赤字がずっと続

いておりますので、その費用がここに使わ
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れるということは考えにくい状況かなと思

っております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  一旦、工事のために休館、アリーナだけ

使えないということかな。それを確認した

上でその場合は損失が出ますわね。普通な

ら入る収益、その部分というのは町が負担

するのかそれとも東京ドーム側の負担にな

るのか教えてください。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  プールの改修も以前行わせていただきま

した。そのときも休業の補塡ということで

町のほうからさせていただいた経緯もあり

ますし、リスク分担のほうにも町発議の改

修また収入源については、町のほうで見る

ということで明記されておりますので町負

担ということにさせていただく予定になっ

ております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  老朽化も進んでいるし、今後どんだけの

工事というか改修工事を行うのか分からな

いけども、その工事だけでも町の負担は大

きい、なおかつそのためによかれと思って

休んだ費用もこっちが出さなくちゃいけな

いということを考えていった場合に、今後

シートスはどうしようと思っているのでし

ょう。次の改修工事まで何とか持たせて、

以後やめちゃうという考えなのかそこまで

まだ考えが及んでいないのか、それ１点だ

け方向性だけお尋ねします。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  シートスだけでなく、町の公共施設の再

編検討委員会がまだ開かれてない状況で、

今後開かれるということで聞いております。

その答申と町の方針が出されると思います

がそれに従うような形にしていくことにな

ると思います。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  まだ開かれていない町の公共施設の再編

検討委員会の結果待ちですか、これ。再編

計画を計画しますという話で進んでいます

けど、ということはほか全部教育委員会の

持っている施設は結果待ちという認識でい

いのかな。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  我々施設を管理しております生涯学習課

としては、閉めるとかという方針が決まら

ない限りは健全な運営をしていくための努

力はしなあかんかなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  同じく１４３ページの説明書のほうが２

０７ページのほうになります。スポーツ広

場、ふれあい広場の民間委託ということな

んですが、ここの説明書読ませていただく

と民間の自由な発想や専門的知識、経験を

活かしより一層の住民サービスと住民の体

力の増進の場を提供するというのは、非常

に向こうの企画力に期待しているような文
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面なんですが、そういう認識していいです

か。 

  例えばシートスでしたら職員さんがやっ

ているよりも現在東京ドームああいうプロ

にお任せしたほうが確かにいろんな意味で

は私はプラスがあったと思っています。あ

あいうふうにイメージしたらよろしいです

か。単なる貸したりする何かするその作業

じゃなくてもう一歩進んだ事業をしてくだ

さるということで理解してよろしいでしょ

うか。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  シートスの場合、東京ドームの場合は指

定管理ということで、中で企業の努力でと

いう幅が広いんですが、今回は管理の業務

というところでそこまでは求めておりませ

ん。ただ業者選定の方させていただいた中

で提案いただいているところで予約の受付

をウェブ上でするとか、電話対応、今スポ

ーツ広場に関しましては、毎日張りつくと

いうのが無駄なので、時間を設けでやって

るんですが２４時間対応できるというよう

なことで提案もいただいております。利用

者の受付業務に関しましても、今まで以上

に利便性は向上が今期待できるような状況

で話を進めております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ２０７ページに書いている民間の自由な

発想や専門的知識経験ていうのは予約の受

付とかそういうことを意味してたんですか。

その後に一層の住民のサービスと住民の体

力増進と書いてあるんでもう一歩進んで詳

しい説明をお願いします。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  提案の中で今出していただいてる事業者

としては、子どもとか高齢者のための体力

増進の提案もいただいております。ただ今

回の費用の中では、そこまで求めておりま

せんが、推進事業の中でそういう体力増強

とかというところでその業者に委託すると

いうことは在りかなということで、今考え

て検討しておる途中でございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  委託することによって、住民サービスと

住民体力の増進を提供すると書いてあるか

らちょっとそうは読めないですね。私がち

ょっと深読みし過ぎてるのかな、これ。ど

う見ても今の説明とこれが合わないのでじ

ゃあ確認しますが、こうは書いてあるけど

も、管理業務が非常に便利になりますよと、

ですから利用者のほうも便利になりますよ

というそこまでですね。よろしいでしょう

か。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  令和３年度から３年間につきましては、

主立ったところは、お話しいただいたとお

りでございますが、今後指定管理とかとい

う話になりますと、そういうのも含んでこ

こにちょっと事業概要として含みを持たせ

ていただいたということで、現時点ではそ

こまでの何か教室をするとかいうところま

では求めていないというところが実態でご

ざいます。 
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  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  同じその説明資料２０７ページの、ずっ

と今質問されてたらその内容とダブる部分

になりますけども、ここにその２０７ペー

ジに２項目小事業名入ってます。１項目め

体育施設管理事業、２項目めが町立スポー

ツ施設管理云々という事業名なってます。

この１項目めの施設管理事業が前年度３８

０万、今回は３２万ということで、ぐっと

下がっている。そこの理由が先をおっしゃ

ってたように民間委託するからその分お金

が減りましたというふうなことで、その逆

に、２行目がこれは前年度ゼロ円で今回６

２３万というのが、これがまさに委託する

ことによって発生する費用ということでそ

ういうふうに考えたらいいんですね。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  おおむねそのような感じですが、金額が

前年度の合算と違うんですが、大体２百何

万、３百万近く変わってくるんですが、そ

こは会計年度職員を直接雇っておったとこ

ろも経費に含んでいるということで、ここ

には出てきておりませんが、人件費事業も

ふれあい広場にかかっていた人件費の部分

もこの２番目の３年度予算、６百何万の中

に含まれてきているということで、１の合

算と下の合算がちょっと開きがあるという

のは人件費の問題でございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  ということは、このスポーツ広場とかふ

れあい広場の維持管理ということで今まで

ずっとやってきてましたけども、それを民

間委託をしたとしても額的にはほとんど変

わらないねみたいなそんなふうな意味合い

なんですかね。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  予算的には全て移行させたという形です

が、選定が先日終わりまして、その中で見

積り額が今までよりかは多少減になって、

まだ契約してませんけど、多少減になった

ということで縮小はされることとなります。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  ということは、今の御説明で行きますと

見積りの額とかも勘案しますと、今までか

けていた費用よりも安くで民間委託をして

もらえるというそういうふうになるんです

ね。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  今おっしゃられたとおりになります。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑はございますか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  予算書の１４１ページ、説明資料の２０

５ページの文化財保護事業ですが、多少減

額になってるんですけれども、令和３年度

の取り組みについて伺います。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 
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  主なものは、文化財保護委員の活動にな

ります。今進めておりますのは、具体的に

は吉川に古地図が出てきておりまして、そ

ちらのほうを文化財指定するような形で具

体的な内容としてはそういうことで御検討

いただくというところになります。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  すみません、委員長からでごめんなさい。

先ほど予算説明資料２０８ページのシート

ス改修事業なんですけれども、約２か月ア

リーナを使わないときの保証料みたいなの

が発生すると伺いました。プールのときは

３５０万程度だったと思います。アリーナ

では１か月お幾らになるか算定はされてな

いですか。 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  今ちょっとアリーナまでとか、そこまで

ちょっと想定して算定はしておりませんの

で申し訳ございません。失礼します。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  私のほうからは説明資料の１９９お願い

します。予算書でいくと１３９ページです。

この説明資料１９９ページの小事業２項目

め、西公民館の改修事業ということで令和

２年度は2,５００万、今回が２７０万とい

う、約１割ぐらいにぐっと減っていますけ

ど、そのあたりの減額要因っていうのは何

でしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  令和２年に改修工事大きなものがござい

まして、受電設備の更新あとエレベータの

更新、あと空調のチラーですね、こちらの

ほうも取り替えておりますので、改修費が

多かったということで単年度だけで済みま

すので、令和３年度は下がったということ

になります。 

  ちなみに令和３年度の補修予定としまし

ては、玄関とか階段周りのタイルが今かな

り破損しておりますので、そちらを中心に

補修する費用となっております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  予算書の１４１ページ、説明資料の２０

４ページの文化振興事業です。 

  ここには主催事業、連携協力事業とかロ

ビーコンサートを実施して文化芸術の振興、

豊かな心を育てるということで頑張ってい

ただいておりますけれども、令和２年度は

大変コロナ禍で制限されて大変寂しい事業

になったと思うんですけども、この間お休

みいただいているいうことで、ここでの保

証っていうのは一切なかったのかどうかだ

けちょっとお聞きします。オオサカンは自

主的にやっていただいているっていうこと

になるんでしょうけど、法人的にロビーコ

ンサートなんかで出演していただいている

方たちのそういうものは一切関係なかった

んでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  予算のことでお聞きをしたいんですけど、

お答えいただけるようでしたら。 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  ロビーコンサートにつきましては、基本的

に無償でいただいておりまして、御説明さ

せていただきまして、保証等は出しており
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ません。さきの議会のときに米朝一門会こ

ちらのほうは保証させていただいておりま

す。それのみということでオオサカンにつ

きましても公演は中止しておりますが、共

催者ということで御理解をいただいて保証

なしということで話はついております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  米朝一門はそうだったですね。ロビーコ

ンサートで５００円の鑑賞料というのを払

っておりますが、これはユーベルホールで

の維持管理というんですか、関係者に対し

ての収入源というかそういうふうになって

るのかこれはどのようになっているのか。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  入場料５００円につきましては、チケッ

ト収入ということで、そちらの予算につき

ましては、ここの文化振興事業に充当され

ておりますので、講演等にも使っていると

いうことで解釈したらいいかなと思ってお

ります。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  そうしましたら説明資料２０１ページお

願いします。予算書では１３９ページにな

ります。説明資料２０１ページの１項目め

ですね。図書館運営事業及び３項目め図書

館資料購入事業この２つまとめてちょっと

確認を質問をしたいんですが。図書館運営

事業は前年度では２年と比べて約６００万

下がってます。それに対して３番目の図書

館間資料購入事業は逆にゼロ円から６００

万に変わってますと、増えてますと。両方

足したらちょうどとんとんみたいな金額に

見えてるんですけどこれは何か関連性があ

るんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  まさしく、もともと令和２年度までは一

緒のものでした。ただ消耗品とかと本代と

かが混ざったりしてしまいますので、小事

業分けて図書の購入費だけを別枠で出させ

ていただいて、よりその図書購入費が分か

るような形で小事業を設定させていただい

たということです。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  じゃあ続きまして、説明資料の２０２ペ

ージをお願いをいたします。この説明資料

２０２ページの小事業名のナンバー２図書

館施設維持補修改修事業ということで枯れ

木を７本伐採を行いますということで４９

万5,０００円が計上されておりますが、実

際ここ枯れ木７本て書いてますけど、ほか

にも木がある中で７本だけが枯れていると

いうそういうふうな意味合いなんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  ここで今回上げさせていただいているの

は、ユーベルホールと図書館の間の斜面に

植わっている枯れ木でございまして、倒れ

るとユーベルホールのほうに被害が来ると

いうことで、今回伐採させていただくとい

うことで図書館とユーベルホールの間の

木々ということで上げさせていただいてお



31 

ります 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  枯れ木やから、まあそらね切ったほうが

ええんかも分かりませんけど、その枯れ木

７本ぱっと切ることによって見栄えが悪な

ったりするようなことはあるんですか。そ

ういった意味でまた何か別なもん植えたり

するとかそんなことはあるんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  今はあそこ通られる方の安全性とか建物

の被害を考えて伐採ということです。一遍

伐採しまして、景観が損われるようでした

ら費用のかからないような形で何か植栽と

いうことも今後考えていければなと思って

おります。取りあえず伐採させてもらって

というような形で御理解いただきたいと思

います。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  今の件でちょっと思うんですけども、ど

んぐりは植えないでくださいね。あそこ、

どんぐりが落ちてて坂道ですので危ない思

いをしたことがあります。ハナミズキとか

きれいな花が咲くような花木をぜひ植えて

いただきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  たぶん入ってないだろという前提での下

にお尋ねしますが、昨日、人権のほうでそ

ういった交流をするということで９０何万

ふれあい文化センターのほうで上がってき

たんですけど、そこの必要性のとこ見たら

今すぐ出てこないで申し訳ないです。こう

いう人権の推進のためには、こういった事

業してますってふれあい文化センターのよ

うな事業というのは公民館の自主事業の中

に入っているんでしょうか。ちょっと私は

ページが出てこないんで。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  人権に関わるような事業費はここには入

っておりません。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ぜひ今後取り組んでください、要望です。 

  すぐ出てこない、また申し訳ない。郷土

資料館のことお尋ねします。 

  郷土資料館１４２ページですね。そして

説明書の方が２０６ページなんですけども、

郷土資料館というのは、過去５、６年前か

何かに消火設備がないとたしか駄目だと思

ったんですが、そういったことはもう対応

済んでるんでしょうか。 

  文化財保護で１４３万1,０００円上がっ

ていますが。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  すいません、ちょっと確認してみないと

分からないんですが、消火設備を改修を近

年やったというような記憶がございません

ので多分ないかと思います。 
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  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  私も詳しく分からない。消防法か何かで

ちょっと引っかかるかなというのがちょっ

と気になったんで、これはあとで調べてく

ださい。 

  それでこの郷土資料館のほうも町の公共

施設再編計画の中に入っているんですか。

まだスタートしてないからどのとこが対象

になってるかちょっと見えないんですけど、

これも入る予定になっているかどうかだけ

お尋ねします。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  町の公共施設でございますので多分入っ

てくるという見込みでおります。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  予算書の１４１ページ、資料の２０５で

す。今文化財の保護事業ということで事業

の概要も載せてありますけれども、この文

化財の保護、また関する事業について後世

に伝えるというふうに書いてあるんですが、

どのような方法で取られるのかお聞きしま

す。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  歴史資料としまして、文化財資料としま

して委員会で重要やというものについては、

町の指定をして後世に伝えていくというよ

うな方法が考えられます。 

  先ほどもお話しさせていただきましたが

吉川の方で古地図が出てきまして、修復を

今やり終えました。一部ですがかなり数が

あるんですが、その一部をこれを文化財指

定にしていって、できれば資料館のほうに

展示していくとかいうことで町民の方々に

もお知らせ、豊能町にはこういうような文

化財あるんやでということでお示ししてい

ければと今考えて進めておるところです。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  初めのほうで私お伝えしたんですけれど

も、「はろーあさひ」に石仏なんかの紹介

がしてありまして、豊能町にはこういうよ

さがいっぱいあるんだなとそのように思っ

て、連載で６号まで発行しておりますけど

も、このようなことも以前は文化財を知る

会とかいうところで石仏巡りとかすごく楽

しんでやってきたときがありました。今回

はこれは１７万8,０００円の予算ですから

大したことはできないんでしょうけれども、

これは委員会の方の予算なのかも分かりま

せんけれども、そういうことを伝えるホー

ムページにも載せたりして、やはり豊能町

のよさを広めていってもらいたいと思うん

です。どうでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○生涯学習課長（中谷康彦君） 

  生涯学習課、中谷です。 

  冊子のほう、先ほどの石仏の話でいいま

すと石の石物というような冊子あるんです

けどもこちらのほうもかなり古くなってお

りますので、また予算が許されるならばと

いうことになると思うんですけれども、改

訂とかあと紹介という意味合いではスポー

ツ推進委員で昨年１２月結局中止になりま
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したけどもウオーキング、東のほうのこっ

ちの地区を歩こうということで、石仏巡り

をしながら歩くという企画もやっておりま

す。そういう事業とできるだけタイアップ

しながら相乗効果が生まれるような事業を

生涯学習課として、また町とタイアップで

きるものについては提案していけたらいい

かなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  この項目でまだ質問ありますか。 

  では、この項目の質疑は終結いたしまし

て、お昼休みとさせていただきます。 

  再開は１時とさせていただきます。 

  放送をもってお伝えいたします。 

（午後０時０１分 休憩） 

（午後１時００分 再開） 

○委員長（井川佳子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  予算書１４５ページ款・公債費、予備費

から１５４ページ最後まで説明願います。 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  こんにちは。行財政課の仙波です。 

  それでは公債費について説明いたします。

予算書の１４５ページを御覧ください。元

金の償還に係る公債費は６億１６４万7,０

００円で前年度に比べまして3,６７５万3,

０００円の増となります。主な要因は令和

２年度は借換債がありませんでしたが、令

和３年度は高山地区まちづくり事業債3,５

９０万円の借換えを予定していることによ

るものです。 

  続きまして利子の償還に係る公債費は3,

３５２万5,０００円で前年度に比べまして

６４３万8,０００円の減でございます。主

な要因は償還年次の経過により元金が減少

するに伴い、支払う利子の額が減ることな

どによるものです。 

  続きまして地方債の現在高について説明

いたします。予算書の１６０ページを開き

ください。 

  ここですみません、以前予算書でお渡し

しておりました１６０ページの表に誤りが

ございました。今現在お手元にあるものは

差し替え済みのものがあるかと思うんです

けども、この表を御覧ください。 

  下から６行目の災害復旧費の公園という

欄です。左から２列目の前年度末現在高見

込みという欄に１億3,１１０万円という数

値が入っておりましたが、それが１番右の

列、当該年度末現在高見込額に反映されて

おりませんでした。そこでお手元の資料に

は、その左、枠の左側に１億3,１１０万円

の数値が入っておるかと思います。また下

から２行目、減収補塡債の金額、こちらの

ほうが修正前は2,０５７万7,０００円であ

ったところが2,３７７万4,０００円に修正

となります。 

○委員長（井川佳子君） 

  いただいております。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  その結果、左から２列目の前年度末現在

高の見込みの１番下の行、合計欄ですが合

計欄が５８億6,８１３万9,０００円であっ

たところが５８億7,１３３万6,０００円に

修正となり、１番右の列の１番下の行、当

該年度現在高見込額の額が５８億6,１９８

万9,０００円に修正となります。誠に申し

訳ございませんでした。 

  それではこの表を基に地方債残高につい

て説明いたします。 

  １番下の行が残高の合計を表しておりま

す。左から２番目が令和２年度末の現在高

見込額で５８億7,１３３万6,０００円とな

ります。その同じ行の１番右端、令和３年

度末の現在高見込額でこちらの方が５８億6,

１９８万9,０００円で前年度末よりも９３
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４万7,０００円の減となる見込みでござい

ます。 

  なお現在高見込額のうち約４８億円は地

方交付税として措置される見込みであるた

め、残りの約１０億6,０００万円が実質的

な町負担額となります。 

  続きまして、予算書の１４５ページにお

戻りください。 

  款１３・予備費、項１・予備費でござい

ます。予備費につきましては、1,３０６万4,

０００円で前年度より７３万3,０００円の

増となります。歳出についての説明は以上

です。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（井川佳子君） 

  これより質疑を受けます。 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  差し替えた分、何が原因でこないになっ

たん。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  すみません、単に数字が抜けておったこ

とと数字が誤っておりました申し訳ござい

ません。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  １４５ページの公債費、公債費償還事業

の元金ですね、償還金が６億１６４万7,０

００円いうことになっております。先ほど、

減額の理由が高山のまちづくりの特定財源、

これを引いた額が減額の原因やと、２年度

は５億6,４８９万4,０００やったですね。

これが今年度は６億１６４万7,０００円と。

何でその差額かいうことを聞こう思ったん

やけどこれは高山のまちづくりのこれでな

ったんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  平成２０年度と２１年度高山地区のまち

づくりの事業を行った際に、その際に地方

債を借入れしております。その際の地方債

の借入れというのが、要は１０年間で借り

まして、１０年後に元利均等払いで２０年

間にわたってもともと返す予定の額を１０

年で返すという形にしております。１０年

後には要するに残り１０年分をまとめて令

和３年度に償還するという形になっており

ます。それはもともと２０年を返す予定で

償還額を組んでおりますので、もう一度そ

の分も借り直しをして改めて１０年間に分

けてまた分割で償還するという予定になっ

ておるものでございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  何かよう分からへん返済のやり方やって

んねんけど、要するに3,６７５万3,０００

円のその差額はそれやいうことやな。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  おっしゃるとおりです。借換債のやり方

なんですけれども、例えば１億円借りたと

します。１億円を２０年間で返すという形

で考えたとします。そうしたら１年間に５

００万円ずつ返す、そしたら２０年間で１

億円を返すということになります。ところ

が銀行に借りますと、その金利の関係で要

は１０年以上の貸付けがその当時は認めて

いていただけなかったので毎年５００万円

ずつ返しながら１０年目に残りの5,５００
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円を一括で返すというふうな契約を結んで

おります。 

  ところがその１０年目に令和３年度に当

たるんですけども、その5,５００万円を一

括で返すのにまだ財源不足を生じるという

考え方のために、本来残り１０年間で返す

ための5,０００万円分をまた新たに令和３

年度に借り入れる、また再び１０年間にわ

たって償還をするとこれが借換債という形

になります。ということでこの公債費が要

は一括で返す分がこの令和３年度の予算で

増えるということになりますので、前年度

に比べて大きな要因というのはこの借換債

を一括で返すという部分が3,６００万の部

分があるというふうなことが理由でござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  えらい難しいな。 

  関連して次のページの公債費の償還事業

の利子のほうですね、これは逆に減ってる

んやね。さっき聞いたら返済したんで金利

が減ったんやというようなことやけど。今

の１０年間返済のやつ一遍に返したとかそ

の関係でなってるんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  先ほどと同じような形で、仮に１億円借

りたといたします。１億円を２０年間で仮

で毎年５００万円ずつ返すと、ほんだら１

年後には9,５００万円になります。１年後

の利息というのは9,５００万円に対して前

回と同じ利率がかかっていくという形にな

ります。なので利息というのは要するにど

んどん元金が減ることによって毎年毎年そ

の分の利息については減っていくと、ただ

し今度新しくまた借りれたりするので、そ

っちの方が少なかったので利子の分につき

ましては元金が減った分だけ今回は少なく

なっているっていうのが理由でございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  難しいな。 

  この地方債償還金の元金、利子に関して

は相互に関連してると思いますんで、これ

両方兼ねて質問しますけども、両方とも片

っぽのほうが地方債の事業概要のとこです

けども、地方債の償還金、元金の額を的確

に把握することで財政計画の見通しを立て

る指標の１つとするためにこれやってるん

やという話ですけども、本来なら私も小さ

い事業やってますけども、借金ですわなこ

れはっきり言うたら。地方自治体が借金し

ているっていうたら聞こえあんまりええこ

とないんやけど、ネガティブなイメージあ

るんやけども、地方自治体でも私ら民間と

同じように借金は踏み倒したらあかんわけ

ですわ、返さなあかん。だから借金の返済

で財政が行き詰まるとかそういうことは非

常に具合悪いんで、住民生活にも支障が来

すんじゃないかというふうな不安感も与え

るんで、これはきちっと返済計画というか

将来的な見通しも立てないかんのですけど

も、この将来の財政計画の見通しもそうや

けども返済計画みたいなもんはきちっと立

ってるんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  委員おっしゃるとおり、将来の返済計画

というのは非常に大事なことだと考えてお
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ります。基本的には今現在の償還額ベース

で同額程度になるような形でシミュレーシ

ョンを組んで現在検討しているところでご

ざいます。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  あとはどれぐらいなんか私もよう分から

へんねんけど、また答えていただきたいと

思うんですけど。やっぱり民間と違って国

とか地方自治体の借金は公債費いいますわ

な、一般的には公債っていうのは私も難し

いこという分からへんねんけども、赤字公

債と建設公債と大きく分けたらこんなもん

でしょう。建設公債いうのはいわゆる字に

書いたように建設的な公債で例えば建物建

てるとか学校を建てるとか、長期にわたっ

て返済するのに耐用年数がありますわな建

物に。それにちゃんと割り振って返済でき

ると。建物とかそういうものは、住民に対

しては将来メリットがあると、いわゆる長

いこと使うもんやからそういう意味では将

来の世代にも及ぶから建設公債の償還１回

云々が長いので世代間で返済金を割り振り

できると、一遍にぱんと払わんで割り振り

できる。そのときにも、皆そういうのを利

用するからこれは建設的なもんやなと。 

  一方、赤字公債というのは、これは財政

赤字を穴埋めするという意味で赤字公債を

というとうねんけども、要するに人件費も

そうですし１番大きな人件費、人件費とか

社会福祉の生活保護とか児童手当こういう

の負担金とか、そのときに支払ってもらう

と、だから将来の世代にとってはメリット

ないもんやと。だけど支払いのツケだけは

回ってくるという意味で赤字公債というん

であって、その典型的なもんが私は前も１

回内田部長がおったときもいろいろ話しと

ったんやけど、臨時財政対策債これは本来

なら国から町の財政運営のために入ってく

る交付金でなければならないんやけど、国

が交付金渡す力がないから地方自治体にち

ょっとごめん半分だけ、あんたとこ借りと

きやと将来的には渡すがなというやつです

ね。これ本来なら国がくれなあかんわけで

すよ。それを肩代わりしてまあいうたら国

の借金を肩代わりしているようなもんです

わ。じゃあこれが多分２００１年かな小泉

内閣のときやわ。これは臨時財政って３年

だけ限定してやったんやけど、それいまだ

に続いとんねん。国が金がないもんやから。 

  ただこれは３年据置きで２０年先に元金

も全部含めて返しますという話やねんけど、

それが３年以上経っているわけよ、まだや

っているわけよ。臨時でも何でもない恒久

的になっているわけ。これに対する対策は

物すごい大きいと思う。特に地方債を本来

なら行政がそんなんやるもん違うわけ、非

募債主義ってあんねん。これは非募債主義

っていうのは地方自治体の人件費や生活保

護や児童手当の負担金にも使われるそうい

う将来にメリットのないようなやつ。地方

自治体の財源ね。これは地方債ではなく、

本来なら地方税や地方交付税などの地方債

以外の財源で賄う、つまり地方交付税で賄

うというのがこれ原則やねん。今回臨時的

にそういうことになったけども、ただそれ

は永久にまだやっとるわけや。 

  ところがこれね、ほんまに国の肩代わり

した臨時財政対策債が入ってくるかとその

辺ちょっと問題になっていると思うんです。

そういうシミュレーションというか今まで

１番最初何ぼ借りたんか知らんけども、肩

代わりしたんか知らんけども最初の肩代わ

りがいつに入って、そのとき何ぼ基準財政

何やったかな、必要額ありますやん豊能町

のね、それに上乗せされるわけや。それが

何ぼかいうの確実に分かってシミュレーシ
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ョンができて次に行っているのかその辺ど

うです。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  委員おっしゃるとおり、臨時財政対策債

は平成１３年度から制度が始まりました。

２００１年になると思います。その実際の

償還が始まるのがその次の年度の平成１４

年度、２００２年度に始まってます。今ま

でのトータル令和２年度のトータルまでを

一応計算しておりまして、令和２年度まで

の豊能町が返還した元利償還額が３３億4,

５００万円です。普通交付税として基準財

政需要額として算出されるものについては

３４億1,４００円で今のところは普通交付

税で基準財政需要額に算出されている額の

方が上回っております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  それやったらええんですわ。ただ基準財

政需要額ですか、これの判定基準が人口と

かいろんなもんにあれされるんやけども、

豊能町は特に人口が非常に減っていると、

高齢化しているからいろんな福祉予算も要

ると、そんなんで非常に小さい町に物すご

いマイナスの要因が多いわけですわ。本当

に基準財政需要額の上に乗っかてきている

のかなと、その辺が今まで分からなかった。

今おっしゃるように３３億返済して、３４

億返ってきているという話やけど、ここの

先ほどの訂正されたあれを見ると臨時財政

対策債がまだ３９億もあるわけよ。これな

んでこない残ってるのかな。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  先ほど申し上げましたように、１番最初

に返し始めたのが平成１４年度でそれから

委員おっしゃるとおり、最初は３年間の時

限措置いうとったんがずっと今まで続いて

おりまして、令和２年度も実際に借入れを

行う予定もしております。要は毎年毎年借

入額が出てくるので返済した額よりもまだ

こちらの残高の方が多いということが事実

でございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

これはいつ返ってくるの、３９億いうのは。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  要するに借りた年度、例えば令和２年度

にお金を借りました、それは償還するのは

今度月の年からずっと２０年間、私どもが

かりているのは２０年間で返す予定をして

おりますので、次の年度から返ってきます。

先ほどの１億円に例えると仮に令和２年度

に１億円返しました。２０年間均等で返す

と令和３年度から５００万円ずつ２０年間

にわたって返すことになります。ほんだら

５００万円ずつというのが毎年、令和２年

度５００万円、令和３年度に５００万円と

いう形で返ってくるという形になりますの

で、例えば令和２年度に１億円借りた分が

帰ってくるのはその２０年後に全て返って

くるという計算になります。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  そしたら３９億のあれは、これからずっ
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と１０年かけて返していくという形やね。

その間にまた次の臨財債が入ってくるとい

うことですな。１０年単位でここは返して

いってるということですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  基本的に２０年で返すように設定をして

おります。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  豊能町も２０年サイズでやっているわけ

ですな。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  今聞いてちょっと安心してるんですけど

も、ただこれ臨時財政対策債というのは本

当にわけの分からんね、国が主導でやって

いるわけですよ。国のやり方はどないでも

ひっくり返るわけですよ。特に小さい町は

気をつけないと本来なら交付税で来るもん

が交付税をカットされて、おまえんとこ借

金しとけと、仮に借金にしとけと、これ自

身が大体やり方がおかしいんで、国のいう

ことばかり聞いててもあかんわけだけども、

ただこんなもんに赤字の地方債に依存しと

ったらいつまでも、財政運営が不安定にな

ってきてやっぱり住民の不安になるやろう

と。 

  だから今後臨時財政対策債の補塡に重き

をおかんと今後は交付税率をどうして上げ

ていこうかということもやっぱり考えなあ

かんやろうし、交付税の必要額の確保をど

うするかというようなことも検討せなかん

と。だからそういう意味では制度改革の検

討もせなあかんやろうし、いかに交付税の

率を上げて地方交付税の持ってくるかとい

うことも今後検討していかなあかん。そう

いう意味で、今回の公債費の償還事業です

か、元金も利子もそうやけども、これから

予算をあれしてきちっとそういう制度的な

ものも含めて前向きにやっていかんと、将

来小さい町ほど吸収合併みたいな形になっ

ていくんで皆さんのそのあれもそうやしあ

れも私もそうやけど、やっぱりみんなで頑

張ってそれせなあかんねん。基本はここで

すわ。だから交付税をきちんと取れるよう

な対応を事前の対応をやっぱりやっていか

なあかんと思いますんで、この辺ちょっと

しっかりお願いしときます。これは要望で

すからよろしいわ。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  今のとこなんですけど、簡単にいえば借

金なんですけど、豊能町５８億6,０００万

円の借金があって、さっき国から４８億入

るような話だったから残り１０億が町が出

さないといけないみたいな説明だったんで

すけど。ちょっと私が間違えたかな。もう

一回戻りますね。５８億6,０００万円のう

ち国のほうから４８億入りますと。豊能町

は１０億ですと。大体国から入る分ってい

うのは減税補塡債関係ほとんどそれが入っ

てくると思いますし、災害もそうだろうな

というふうに思ってるんです。１００％そ

うじゃないかなと。ていうよりほかに約６

億7,０００万円分というのは国はどのあた

りをカバーしようとしてくださっているの
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かそこだけ何か大きなものがあったら説明

お願いします。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  大きいもので申しますと、例えば緊急防

災・減災事業債っていうのがありまして、

ここ数年間、要は想定外の災害であるとか

地震が多発しておりまして、防災のほうに

国が力を入れております。これも先ほどの

臨時体制対策債みたいなもんなんですが、

緊急的に防災関係の整備を行う場合には交

付税の措置を７０％にしようという措置が

出ております。 

  例えばですが平成２９年度に整備いたし

ました防災行政無線２億9,０００万その分

につきましてはも全額交付税措置があるそ

の金額について借入れを行うなどしており

ます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほか質疑ございませんか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  先ほど公債費については同額程度の償還

額で返済をしていくということだったんで

すけれども、令和３年度の具体的な財政計

画について伺います。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  令和３年度の財政計画となりますと、こ

の予算がもともと全体の計画になっており

ます。歳出、先ほどありましたように全額

で７２億2,７００万円という形で、財源が

予算上が不足はしておりますので、基金の

繰入金に頼る状態になっております。 

  ただその基金の取崩しにつきましては、

なるべく少なくするように予算編成をして

おりまして、前年度より約１億円基金の繰

入れは減らしております。今後はその基金

の繰入れが少しでも減らせるような形で財

政健全化を図るために豊能町行財政改革プ

ラン２０１９をはじめ、施設の統廃合等を

進めることによりまして、少しでも基金が

少なめに繰入れできるような形の予算を組

めるようにしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほか質疑ごさまいませんか。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  今の関連の質問になりますけども、今回

のこの予算全部執行した場合、今私心配す

るのは財政健全化判断比率、４つの指標で

すよね。あれについてどの程度の影響が出

るのか、そのあたりはどのように考えてお

られますか。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  財政健全化判断比率につきましては、委

員おっしゃるとおり４つの指標がございま

す。財政健全化比率のうち実質赤字比率と

連結実質赤字比率、これはそれぞれ一般会

計の実質収支が赤字になるかどうかと特別

会計も含めて赤字になるかどうか、これに

つきましては先ほど申し上げましたように、

基金の繰入れに頼っておりますので赤字に

なることはないと考えております。実質公

債費比率これにつきましては、要は標準財

政規模に対する公債費がどれぐらいかかっ

ているか、これが先ほどの公債費にかかっ

てくるんですけれども、比率的には去年と

変わらないというふうに考えております。
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同じく将来負担比率これは主に起債の残高

に関わるもので将来的に豊能町がどんだけ

要は将来的に負担する経費があるからとい

うことで、大きなものが地方債の残高、あ

とは特別会計の残高とか一部事務組合の起

債残高も絡んでくるんですけども、それに

つきましては令和３年度については大きく

変わることはない、ただ、今は比率がゼロ

になっておるところなんですけれども、基

金の減り具合によって若干数値が今回は出

てくるのではないかと予想しております。 

  ただそれは要は将来的に負担するという

ことで起債の残高に比例します。なので今

後施設整備を多く行う特に例えば小中一貫

校の整備を行う場合には当然起債も借りる

必要があると考えております。 

  それが要は起債の残額が大きくなると当

然将来負担比率、先ほどの実質公債費比率

もそうですけれども、それについては大き

くなるというふうに予想はしております。

ただなるだけ先ほど申し上げましたように、

交付税措置のある起債をなるだけ多く借り

るような形で検討を考えておりまして、で

きるだけその数値が少なくなるような方向

で今のところは検討しておる最中でござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  ちょっとさっき聞き忘れたんやけども、

この基準財政需要額、これできるだけ大き

いにしたら交付税もまた変わってくる。た

だ基準財政需要額の判断というか算定方式

というのがあると思うんやね。大きく銀行

基礎方式というのと財政不足額の基礎方式

と２つあるんですね。豊能町はどっちであ

れしてるのかお聞かせください。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  今おっしゃられたことについては、交付

税というのは例えば要は通常市町村の機能

を維持するために必要な経費を基準財政需

要額として定義をしております。例えば消

防であるとか道路であるとか学校であると

か、いわゆるどこの自治体でも必ず備えな

ければならないものについてはそういうふ

うな形で消防には幾らかかるやろうとか、

小学校には幾らかかるであろうというふう

な形で基準になっています。 

  消防については例えば住民全体にかかる

ものであることから、人口を基準にして算

定をしたりであるとか、学校については例

えば学校が何校あるかとか、クラス数が幾

つあるかとかそういうふうな形の基準でそ

れぞれに決まっております。その中で財源

不足の方式ということで先ほどの臨時財政

対策債をこの交付税の中で決まるので、そ

れも１つなんですけれども、そういうふう

に項目ごとにいろいろ決まっておりまして

全部で基準財政需要額を決めるものであり

ますので、豊能町が人口の方式か財源不足

方式かどっちかを選んで算定しているとい

うわけではございません。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  どこの市町村もそうやけど人口が減って

ますわ、小さいところね、特にこの人口基

礎方式でいったら非常に低くなる。だから

今財政不足額の基礎方式のほうに移行して

るんやけども、そういう方向でいってるん

やけど今聞いたら一般的な形にしてると。

両方兼ね備えたということを聞きました。

分かりました。 

○委員長（井川佳子君） 
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  質疑もうございませんか。 

  では、公債費の質疑はこれで終結いたし

ます。 

  では歳入に移ります。２４ページ款１・

町税から３２ページ款１３・交通安全対策

特別交付金までの説明を願います。 

  順次説明を願います。どうぞ。 

  千歳課長。 

○税務課長（千歳あや乃君） 

  税務課千歳です。 

  町税について説明いたします。予算書２

１ページ、当初予算説明資料の５ページを

御覧ください。予算書２１ページに記載の

とおり町税全体の予算額は１６億6,０８４

万6,０００円で前年度より2,９１９万9,０

００円、率にして約1.７％の減となってお

ります。 

  それでは説明資料の５ページ、予算書は

２４ページを御覧ください。 

  町税のうち町民税については、対前年増

減率0.３％の減となっております。予算計

上額につきましては、近年の決算状況及び

納税義務者数の推移によって見込んでおり

ます。 

  続きまして固定資産税ですが、前年度よ

り4.９％の減となっております。この要因

としましては、土地については地価下落、

家屋については３年に１度の評価替えの年

に当たることからそれによる減収です。償

却資産については減価残存率見込むととも

に新型コロナウイルス感染症の影響受ける

中小企業者に対する固定資産税の軽減措置

としまして1,０００万円の減収を見込んで

おります。軽自動車税種別割については前

年度より1.５％の減となっております。全

体の課税台数は減少しておるものの、新規

検査から１３年を経過した重課税率の適用

という増額要素もありますので1.５％の源

としています。 

  続いて町たばこ税ですが、前年度よりも

１5.９％の増となっております。この要因

につきましては、税率の改定によるものと

昨年度予算計上の際、税率の増加によるた

めにたばこの売上げ本数が減少するのでは

ないかそのように予測しまして減額の予算

計上しておりました。ただ現在たばこの増

税によるたばこの売上げ本数の減少につき

ましては､ほぼ影響が出ていないため今年度

は税率増加による影響を見込まず予算計上

しております。また町民税､固定資産税､軽

自動車税の各滞納繰越分につきましては、

過去の徴収実績を踏まえて計上しておりま

す。 

  説明は以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  続きまして予算書の２６ページを御覧く

ださい。 

  予算書２６ページの款２・地方譲与税か

ら３１ページの地方特例交付金及びその次

のページ３２ページの款１３・交通安全対

策特別交付金でありますが、国の地方財政

計画や大阪府の見込みを参考に予算を計上

しております。 

  続きまして、１ページ戻りまして３１ペ

ージの地方交付税、款１２の地方交付税で

ございますが、普通交付税につきましては

基準財政需要額が増となり、基準財政収入

額が減となるため前年度より増額になるこ

とを見込んでおります。 

  説明は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（井川佳子君） 

  これより質疑を受けます。 

  質疑ございませんか。 

  西岡委員。 
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○委員（西岡義克君） 

  ３１ページの普通交付税が増えたと、こ

れは基準財政需要額が増えたということや

けども、原因は何でっか。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  積算の中で、普通交付税の項目の中で高

齢者保健福祉費というのがございます。こ

れは何かといいますと、要は６５歳以上の

人口であるとか７５歳以上の人口が基準に

なりまして、それぞれの例えば医療費関係

であるとか介護保険関係の費用に係るもの

ですが、この人口が増えるというふうな形

を見込んでおりますので、この分について

は増を見込んでおります。ほかにも細かい

ところありますがますが１番大きな要因は

その要因になります。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほか質疑ございますか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  大阪府からの権限移譲でたしか入ってき

てると思うんですけども、その金額の場所

と権限移譲で入ってくるのと昨日もここで

審議ありましたように池田市にお願いして

そこで支払う金額も出てくると思いますの

で、その差額を教えてください。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  委員おっしゃられる歳入のまず場所なん

ですけれども、こちらのほうは府からの補

助金という形で算入されておりますので、

ページ数で申し上げますと４３ページに款

１７・府支出金、項２・府補助金という形

で反映されます。例えばそのうちの１番上

の行、企画費府補助金という形で権限移譲

事務費交付金という形で入っております。

これがそれぞれ例えば建設部局のほうに入

ってくるものであるとか教育部局に入って

くるものであるとかという形でそれぞれ権

限移譲事務費交付金という形で計上されて

おります。 

○委員長（井川佳子君） 

  ごめんなさい、秋元議員もうちょっと聞

かれたいんやったら、次のページでお願い

したいんです。 

  ２４から３２質疑なければ終結いたしま

して次行きますけどよろしいですか。 

  では次進ませていただきます。 

  ３２ページ款１４・分担金及び負担金か

ら５５ページ款２３・町債まで説明願いま

す。 

  順次どうぞ。 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  予算書の４９ページをお開きください。

４９ページの款２０・繰入金、項１・基金

繰入金でございます。こちらにつきまして

は、当初予算説明資料の６ページに各繰入

金の充当先を記載しております。 

  財政調整基金繰入金につきましては、一

般財源として繰入れ、文化振興基金の繰入

金につきましてはユーベルホール管理事業

及び文化振興事業、ふるさとづくり基金繰

入金につきましてはふるさと寄附の返礼品

に充てる部分及びこれらの事業、退職手当

金繰入金につきましては、退職手当に繰入

れを、公共施設整備基金につきましては東

ときわ台小学校屋上防水工事に係る工事に

対する繰入れを行っております。 

  続きまして、予算書の５４ページから５

５ページにあります町債でございます。 

  町債につきましても、同じく当初予算説
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明資料の７ページに記載をしております。

道路関係の事業であるとか、緑地改修であ

るとか、光風台自転車駐車場の再整備、先

ほど上がりました高山地区まちづくり事業

債でございますのは事業そのものは平成２

１年度とかに行っておるものですけれども、

借換債ということで計上しております。そ

れと箕面市消防が整備する消防の車両の更

新事業に対する事業債。それから８ページ

に移りましてシートスの改修事業に充当す

る体育施設整備事業債、小学校施設の整備

事業際債、これは東ときわ台小学校の屋上

防水に係るものでございます。 

  ふたば園施設整備事業債、これはふたば

園の改修工事に係る設計業務に充当いたし

ます。小中一貫校施設整備事業債これは小

中一貫校整備の実施設計分に当たるものご

ざいます。あと戸知山周辺整備事業債は、

戸知山アクセス道路の改修事業とそれと臨

時財政対策債となっております。 

  歳入の説明については以上です。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（井川佳子君） 

  これより質疑を受けます。 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  町債のとこですけども、予算書５４ペー

ジの説明書の７ページですね。これさっき

もいったように高山のあれは借換えという

ことで本来ならここには出るあれやないん

やけども、3,５９０万やな、これは借換債

ということで本来なら繰り越しているわけ

やから、今年度のものではないわけやね。 

  この最後に戸知山の周辺整備事業債、臨

時財政対策債、私はこの２つはやっぱりさ

っき言うた公債の内の建設公債と赤字公債

に分けたらこの２つ、特に戸知山周辺整備

事業これは将来的に戸知山をあれするんや

ったら建設公債、それも何にもないのにこ

んなもんやんのやったら完全な赤字公債で

すわ。今後そういうやるときに公債として

２つに分けて計上したほうが分かりやすい

思うんですけどどうです。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  委員おっしゃるとおり、借金には建設公

債と赤字公債というのがございます。ただ

し基本的に赤字公債というのは国は借りる

ことができるんですけども、地方は借りる

ことができない。ただ赤字というのがええ

かどうかは分かりませんが、基本的に建設

公債しか発行できないというふうに地方自

治体はなっております。 

  臨時財政対策債は要は例外としてあくま

でも交付税措置で、先ほど委員からの御説

明ありましたとおり交付税で本来措置され

るところを例外的にそれを借金で返せとい

う意味合いで地方が借りれるようになって

おります。戸知山整備事業債につきまして

は、基本的に建設公債というのは先ほどこ

れも委員から御説明ありましたように、何

か大きなものを建てるときに将来の方々に

も要は負担を均等にするという形で考えら

れているのが建設公債であると。 

  高山の道路を整備するというそういう目

的のために行う整備の事業債でございます

ので、分類をするとするとすれば建設業債

になると考えております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  西岡委員。 

○委員（西岡義克君） 

  分かりました。そうしてください。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほかございますか。 

  秋元委員。 
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○委員（秋元美智子君） 

  ごめんなさい、さっきは先走って聞いて

しまって。 

  権限移譲の件なんですが、前たしか各近

隣自治体で協力していろんな人件費やなん

やで権限移譲されてくる分よりも赤字だっ

て聞いた覚えがあるので、それもう一遍確

認したいですね。どのぐらいの赤字になっ

て町が移譲されたばっかりに負担している

のかをちょっと教えてください。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○まちづくり創造課長（中谷 匠君） 

  まちづくり創造課の中谷です。 

  先日の共同処理事務費の支出の方が1,４

２０万5,０００円の負担金を支払っており

まして、予算書の４３ページの府支出金、

府補助金、総務費府補助金の企画費、府補

助金の１番、共同処理分のほうで４６３万5,

０００円の入がございますので差引き９５

７万円の町負担という形になります。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  小さな町にしたらかなりの負担かと思う

んだけども大阪府はこれからもうちょっと

上げようって動きあるんですかね。それと

もむしろ減らそうとしているのか、何だか

ちょっとしっくりこない部分があるし、逆

を言ったら、私は共同でやってるほうがい

いと思うんですけど、府のほうの動きはど

うなんですかね。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○まちづくり創造課長（中谷 匠君） 

  まちづくり創造課、中谷です。 

  大阪府のほうから金額がというような数

値等はございませんので、今までどおりと

いうふうには考えております。ただ共同処

理ということで、こちらの事業を町単独で

行うより共同でするほうが人件費等がかか

らないという判断の下に共同処理を行って

いるという状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  前データと比べると共同処理分が前は４

１３万9,０００円だったんですね、１のと

ころは。今回は増えてきてるのかなとちょ

っと思ったんだけども、関係ないのかな。

これはたまたま、増えたのかな、受けたい

事業が。 

○委員長（井川佳子君） 

  中谷課長。 

○まちづくり創造課長（中谷 匠君） 

  まちづくり創造課、中谷です。 

  こちらの事業につきましては、７課の事

業に対して交付金といいますか、共同処理

事業の補助金が入ってきておりまして。 

○委員長（井川佳子君） 

  上浦部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  この中には、多くを占めている広域福祉

課というところの事務についてもこの中で

共同処理ということで交付を受けているも

のでございますので、私のほうから説明さ

せていただきます。 

  若干増えたり減ったりは毎年してると思

います。それは件数に応じてそこの共同で

やっております広域福祉課がどれぐらいの

事務を毎年しているかと、その実績に応じ

て交付をいただいていますので、毎年若干

ずれはあると思いますが、基本的に単価が

変更しているとかそういうことではござい

ません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（井川佳子君） 
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  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  処理件数に応じて、それを実績に予算が

立ててくるってことで理解させてもらいま

すけど、ちょっと権限移譲っていう甘い言

葉の裏のなんか非常に町泣かせのような政

策だなと思うので、大阪府からもらえるよ

うに副町長よろしくお願いします。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほか質疑ございませんか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  説明資料の７でいきます。当初予算でい

くと１５から１７なんですけど、去年と比

べた場合に償還期間がもちろん事業の中身

は違いますけど２５年とか１５年、１０年、

１５年だったんですね。償還期間が。今年

に入ると３０年９件、２０年が１件、１５

年２件、５年１件、ほとんど３０年に傾い

て期間の長いほうに傾いてんですわ。単純

に私が借金する場合、長ければ長いほど

月々なり年の支払いは助かるという思いが

あるんですけども、行政としてこれはこう

いう事業は償還期間何年とか決まってるん

ですかね。決められてこの３０年とか５年

とかとくるのかまずお尋ねします。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  豊能町としては主に近畿財務局、財務省

であるとか地方公共団体金融機構と申しま

して要は地方公共団体が出資している団体

からほとんどの起債を借入れしております。

そこで例えばこういう事業の場合には上限

が何年ていうふうな形で定められておりま

す。この予算に乗っているのは償還期間の

最長年数を記載しておりますので、そこの

基準に従って起債をしておりますので、そ

れが変わるとその分も変わるという形にな

っておりますおります。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  じゃあ去年はたまたま２５年だけ１件、

２０年が１件、１５年償還が６件、１０年

が３件、５年が２件。ほとんど低いわけで

すわ。今年になってこれがいきなり３０年

が９事業とか増えてくるんで、これは町の

ほうがどうこうではなくて、相手方の何て

いうかルールですね。早く返そうとか関係

なく相手方のルールかだけお尋ねします。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  基本的には相手ルールなんですが、相手

のルールのほうも最長の年限が記載されて

ます。それに合わせて豊能町も最長の年限

に合わせた金額で予算の提案をしておると

いう形になります。相手方のルールが例え

ば３０年やけど、それを豊能町が１０年で

返すというたらそれも可能ですが、ルール

的には最長年の豊能町が採用しているとい

う形になります。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ちょっとしつこいかもしれない、戸知山

はこれはなぜこういう形になったんですか。 

  要するに借金背負って３０年の、まあ途

中で帰るかもしれませんけども、借金背負

いながらやろうというのはどういうお考え

かお聞かせください。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 
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  当初予算説明資料の８ページに戸知山周

辺整備事業債の起債があります。ここにあ

りますようにこれについては緊急自然災害

防止対策事業ということで、先ほど申し上

げた緊急防災減災事業との絡みもあるんで

すけれど、要は豪雨等々で緊急的にそうい

う自然災害を防ぐために、年限を区切って

条件のいい借入れというか、そういうのが

できるという年限に入っておりまして、こ

こにありますとおり交付税措置が７０％ご

ざいます。それを採用することで要は単費

で丸々全部やるよりも財政的に有利と考え

て、今回この起債を借りて実施する予定を

しておるところです。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  この借入れの手続はいつされました。 

  大分早くから多分動かれたんだと思うん

ですけど、１２月ぐらいからこういうの動

くもんですかね。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  これが実は、もともと令和２年度で終了

という形で推移しておったところなんです

が、このたびのコロナやらで要は令和３年

度も実施されると決まったのが最近です。

申請自体はこれからになります。まだ今の

ところそういうふうに予算化がされました

という通知のほうだけを町が把握している

段階でございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ここで聞くのもおかしいかもしれません。 

  ２月９日の和解の段階では知ってたと、

ここに上がってたら、上がっているわけで

すからね、当初予算に。知ってたっていう

ことですよね。こういうふうなうまい方法

があるなと。そこだけお尋ねします。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  その時点でこの制度が延長されることは

知っておりまして、これが活用できればと

いうふうに考えておりました。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  今の秋元委員の関連ですけど、この戸知

山の周辺整備事業、これは緊急自然災害防

止対策事業、これ裁判で争ってきた内容の

部分でやってもらえなかった和解で済んで

しまったという格好になっているんですけ

れども。緊急自然災害防止対策というので、

この名目でちゃんと認められるのかなとそ

のように思うんですけど、それちょっと確

認したいと思います。 

○委員長（井川佳子君） 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  申請はこれからでありますので、１０

０％必ずというわけではないのが事実です。

ただこの緊急自然災害防止対策事業という

のは、要は先ほど申し上げましたように、

和解とか関係なく、要は道路とか崖とかを

対象なんですけども、それで崩れそうな事

例であるとか、そういうのに対して緊急的

に対策を行う事業を対象として借りるもの

になっておりますので、認められる方向で

考えていきたいと考えております。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほか質疑ございませんか。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 
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  最悪、認められなかったときいうのは想

定もあるんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  今のところ認められるという形でちょっ

と考えております。想定は今のところして

おりません。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  想定はしておられないけれども認められ

なかった場合はこれは町単費でやらなあか

んということになりますよね、結局ね。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  万が一認められなければそういう形にな

るかと思います。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほか質疑ございませんか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ちょっと確認したいんですけど、このこ

とに限らず、町のほうでこういうふうな財

政措置が受けられるんじゃないかなと思っ

ていろんな公債やら調査やら組みますよね、

ときには例えばこのコロナやら何やら万が

一のときあって、国の方がちょっとそれは

無理だっていうふうにこないとも限らない

と思うんですが、一遍あれしたら１００％

かどうか分からんけど、その万が一のとき

にこういった場合は、じゃあ町のお金でや

りましょうっていうふうな流れになるんで

すか。それとも一遍この事業は諦めましょ

うとなるのか、戸知山に限らずの話でどう

いうふうになってるんですか、そこ行政の

中では。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  例えばこの事業債が認められるかどうか

というのにつきましては、先ほど申し上げ

ましたように、戸知山の例えば道であれば

道がほんまに緊急自然災害の防止に当たる

かどうかというそういう観点で認められる

かどうかの判断がされます。例えばですけ

れども、日本全国でそういった事例がいっ

ぱい多くてお金が足りなくなった場合、要

は国がお金を、先ほど私どもは財務省から

借りたりとか地方公共団体金融機構から借

りたりというふうに申し上げましたけれど

も、そのお金にも当然計画というのがあり

まして、例えば財務省は全国でこれだけ貸

す予定があるというふうに計画を定めて、

その中で採択といいますからそれをしてお

ります。基本的には小さな町村がやっぱり

不利になりますので、小さな町村を優先的

には貸していただけるような形になります

が、そのお金がなくなった場合というのは、

事業の採択自体がなくなるわけではなくて、

例えば民間の金融機関から借入れをすると

いう形になります。そうなるとそこの今申

し上げた、要は近畿財務局とかよりは金利

が高く多少多分なるかと思いますが、その

お金自体借入れられなくなるということも

ないし、交付税措置がなくなるということ

もなく、あくまで少し金利が高いめの資金

を借りてその事業を行うという形になりま

す。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  その事業が、私は認められるか認められ

ないかという話をしてたわけじゃなかった
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んですけども、万が一国の方が財政的に厳

しくなった場合は、民間が何か紹介します

よと、だから町は町で立てた計画のまま進

めることができますよという認識でいいで

すね。それを事業、こういうわけでやめま

したとことじゃなくて、あくまでもやって

いく方法の道はありますという理解でよろ

しいですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  仙波課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  行財政課の仙波です。 

  要するにその事業が認められれば借入れ

先が変わるということで事業自体は行える

と思っております。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほか質疑ございますか。 

  ないようですので、質疑を終結いたしま

す。 

  これより討論を行います。 

  討論ありませんね。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（井川佳子君） 

  討論終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第１８号議案、令和３年度豊能町一般会

計予算の件は原案のとおり可決と認めるこ

とに賛成の方は挙手を願います。 

（多数挙手３：２） 

○委員長（井川佳子君） 

  挙手多数であります。 

  よって、第１８号議案は原案のとおり可

決されました。 

  暫時休憩といたします。 

  再開は２時１５分で、また放送をもって

お知らせいたします。 

（午後２時０５分 休憩） 

（午後２時１５分 再開） 

○委員長（井川佳子君） 

  では休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ２、第１９号議案、令和３年度豊能町国

民健康保険特別会計事業勘定予算の件を議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  よろしくお願いいたします。保険課、桑

原です。 

  それでは１９号議案、令和３年度豊能町

国民健康保険特別会計事業勘定予算の件に

つきまして提案理由の御説明を申し上げま

す。 

  予算書１６５ページをお開き願います。

説明資料は２１３ページになります。 

  予算書１６５ページで第１条といたしま

して歳入歳出の予算の総額は歳入歳出それ

ぞれ２７億2,７８６万6,０００円と定める

ものであります。 

  第２条は地方自治法第２３５条の３、第

２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は２億円と定めるものでございます。 

  第３条につきましては地方自治法第２２

０条、第２項ただし書の規定により、歳出

予算の各項の経費の金額を流用ことができ

るものにつきまして定めたものでございま

す。 

  それでは内容につきまして、歳出から主

なものにつきまして御説明いたします。 

  １８４ページをお開き願います。１８５

ページにかけての款１・総務費、項１・総

務管理費の2,８８５万2,０００円は人件費

と事務費、大阪府国保連合会との電算処理

に要する経費及び連合会への負担金であり

ます。 

  次の款１・総務費、項２・徴収費１５３

万円でございますが、保険料の賦課徴収事

務に係る経費でございます。 

  １８６ページから１８７ページにかけま
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しての款２・保険給付費、項１・療養諸費

でありますが１６億3,２４７万2,０００円

で対前年度比8.４％の減となり、令和２年

度の医療費等を勘案し予算計上してござい

ます。 

  同じページから１８８ページにかけまし

ての款２・保険給付費、項２・高額療養費、

２億２２７万8,０００円につきましても、

令和２年度の医療費を勘案して予算計上し

てございます。 

  １９１ページから１９３ページまでの款

３・国民健康保険事業費納付金でございま

すが大阪府が決定した標準保険料率により

本町に割り当てられた納付金で、大阪府に

納めるものでございますが、７億4,１７５

万7,０００円で昨年度より2,８２１万3,０

００円の減となっております。この納付金

につきましては、昨年末に策定された大阪

府国民健康保険運営方針において、市町村

の標準保険料率は府内統一とし、個別激変

緩和措置として、該当団体に当てていた財

源を納付金の算定上、全体抑制の財源に活

用して算定されたものでございます。 

  １９４ページの款５・保健事業費、項

１・特定健康診査等事業費でありますが、

これは医療保険者に義務づけられておりま

す生活習慣病予防に対する特定健診と、保

健指導に係る費用でございます。2,７６２

万9,０００円を計上しております。 

  １９８ページをお開き願います。 

  款８・諸支出金、項２・繰出金の2,６９

３万8,０００円でありますが、国保診療所

施設勘定、国保診療施設勘定特別会計の繰

出金で、特別調整交付金として国より交付

される額を繰り出すものでございます。 

  歳出は以上です。 

  続きまして歳入の主なものを御説明いた

します。 

  お戻りいただきまして１７５ページをお

開き願います。 

  款１・国民健康保険料でありますが、５

億7,１８５万3,０００円を計上しておりま

す。令和３年度の本町の保険料であります

が、歳出のところで申し上げました府内統

一の保険料率は令和３年度は所得割合計１3.

８２％、均等割５万8,３３１円、平等割４

万1,７２８円となっておりますが、令和６

年度の保険料統一に向けて現在本町独自の

激変緩和措置を行っております。所得割に

つきましては１3.３５％、均等割は５万5,

７００円、平等割は４万1,０００円と段階

的に先ほどの標準保険料率に近づけていく

ように改定をいたします。 

  １７８ページの款５・府支出金、項１・

府補助金の１９億3４５万3,０００円でござ

いますが、保険給付費等に対しての交付金

でございます。款６・繰入金、項１・他会

計繰入金、目１・一般会計繰入金１億6,９

６２万3,０００になりますが、保険基盤安

定繰入金や地方交付税に算入される分等を

一般会計から繰入れするものでございます。 

  １２０ページの項２・基金繰入金、目

１・国民健康保険事業財政調整基金繰入金2,

０００万円につきましては、先ほど申し上

げました本町独自の保険料激変緩和に用い

るものでございます。 

  説明は以上でございます。 

  御審議いただき、御決定賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（井川佳子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  こちらの説明資料ですかね、これのペー

ジでいきますと２１３ページでお願いした

いと思います。予算書は１８４になってお

りますが、説明資料２１３ページの大事業
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名、１番上ですけども、国民健康保険事務

事業ということで今回５８６万円を計上に

なっていますが、令和２年で1,３６３万1,

０００かな、何ぼぐらい下がってるのかな、

これ。８００万ぐらい下がってるような数

字になっておりますが、このあたりの減っ

ている理由いうか要因は何でしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  令和２年度におきましては、システム改

修の費用、オンライン資格確認の実施に伴

うシステム改修がございましたので、令和

２年度で計上しとった分です。令和３年度

はそれがない分下がっておるということで

す。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  説明資料の２１３ページのところでござ

いますが、１８４ページですね、予算書。

この中でレセプト審査支払手数料、支払い

事業ですがレセプトの費用が微増になって

るんですかけれども、この違いは令和２年

との差、ほんの少しですがどういうことな

んでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  総額としましては下がっているんですけ

れども、レセプト点検の単価の増を見込ん

でいるということでございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  単価というと、それぞれ審査に関する中

身によって違ういうことなんですかその点

ちょっと。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  １件当たりですので中身ではなく、繰り

返しになりますが単価が上がったというこ

とです。１件当たりのその手数料の単価が

上がりました。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  予算書の１７９ページと１８０ページの

他会計繰入金のところなんですけれども、

詳しく説明してほしいんですが、予算書の

１６６ページにも繰入金といって出ている

んですけれども、これは先ほど保険料の激

変緩和と説明があったんですけれども、特

に１８０ページの国民健康保険事業財政調

整基金繰入金、これは介護は財政調整基金

ありますよね。それとは全く違うんでしょ

うか。このあたり説明お願いいします。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  これは、国保の大阪府が財政運営の主体

となるということで、広域化に伴いまして

保険料統一に至るまでの激変緩和措置を行

うというために基金があります。ですので、

この2,０００万円ていうのは激変緩和措置

のための費用でございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほか質疑ございますか。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 
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  今回、減免措置を取られているんですけ

れども、いろいろ収入によってコロナ関係

での減免というんですかね、そういう措置

も取ってこられたと思うんですが、２００

万円以下の所得の世帯というのは豊能町で

どれぐらいいらっしゃるのか今分かりませ

んか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  ２００万円以下で対象になるっていうの

はちょっと把握していないです。少しお時

間下さい。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  失礼いたしました。 

  低所得者世帯で軽減措置の対象になる世

帯数についてお答えさせていただきます。1,

６２５世帯になります。令和２年度の調査

に基づく数字でございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑はございますか。 

  では、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  条例の一部改正があったときにも言いま

したけれども、今回令和３年度は激変緩和

といいながらも限度額が１０万円引き上げ

られているということでは保険料が底上げ

されていく状況になるわけです。そういう

こうした今のコロナ禍で引き上げるいうこ

とは、本当に大変皆さんを苦境にさらすこ

とになるいうことがいわれておりまして、

この点について引上げです。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか討論ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（井川佳子君） 

  討論、終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（多数挙手４：１） 

○委員長（井川佳子君） 

  挙手多数あります。 

  よって、第１９号議案は原案のとおり可

決されました。 

  では日程３、第２０号議案、令和３年度

豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘

定予算の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  第２０号議案、令和２年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定予算の件に

つきまして、提案理由の御説明を申し上げ

ます。 

  予算書の２０９ページをお開き願います。 

  説明資料は２１５ページになります。 

  第１条といたしまして、歳入歳出予算の

総額は歳入歳出それぞれ１億２５５万7,０

００円と定めるものでございます。 

  第２条は地方自治法第２３５条の３、第

２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は5,０００万円と定めるものでござい

ます。 

  それでは内容につきまして、まず歳出か

らその主なものにつきまして御説明いたし

ます。 

  ２２２、２２３ページを御覧願います。 

  款１・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の6,１５４万3,０００円は、
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主に職員人件費及び診療所の運営管理費に

要する経費でございます。令和２年度から

の減額の主な要因といたしましては、令和

２年度に行いました歯科診療に係る機器の

新設、更新等の費用の減よるものでござい

ます。 

  次に２２４ページから２２５ページの款

２・医療費、3,９８２万6,０００円は診療

に要する各種検査や歯科技工等の委託料及

び医薬品また内科、歯科電子カルテのコン

ピューターのシステム補修の経費でござい

ます。令和２年度からの増額の主な要因と

いたしましては、電子カルテの更新の費用

でございます。 

  歳出は以上であります。 

  次に歳入の説明をいたします。 

  お戻りいただきまして２１７ページを御

覧願います。 

  款１・診療収入の項１・外来収入の予算

でございますが、3,７７９万3,０００円で、

診療日の増や診療の充実により令和２年度

より約１０％の増額を見込んでおります。 

  次に２１９ページの款４・繰入金、項

１・繰入金は一般会計のから3,４４７万5,

０００円、国民健康保険特別会計からは電

子カルテ更新費用及びへき地診療所施設の

運営補助等としまして、2,６９３万8,００

０円をそれぞれ繰入れをするものでござい

ます。 

  説明は以上です。 

  御審査いただき、御決定賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（井川佳子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  説明資料の２１５ページをお願いをいた

します。予算書は２２２ページなんですが

この中で人件費事業２１５ページの大事業

名の１番上が人件費ですかね。これで大体

令和２年と比べて1,２００万円の増額にな

っておりますが、そのあたりの理由いうか

そのあたり聞かせていただけますか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  今年度までは、市立池田病院と照葉の里

箕面病院、こちらのほうに内科医の派遣を

依頼しておりました。今年度までは委託料

もしくは報償費として支出をしておったん

です。来年度につきましても、お世話にな

っておりました箕面病院さんは今年度で終

了いたしまして、翌年度からは市立池田病

院の先生に来ていただくんですけども、途

中から病院の先生が池田の市立病院を退職

なさるというふうに聞いております。その

方がこの診療所をすごく気に入っていただ

きまして、こちらのほうに週３日来ていた

だけるというふうなお話をしておるところ

です。その分常勤じゃないんですけれども

週３日来ていただけるので、会計年度任用

職員という形で雇用をするという計画をし

ておるところです。それによりまして月曜

日から金曜日まで平日の診療が可能になっ

ていくというふうに思っているところです。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  要は今まで池田病院から来ていただいて

いた先生がこちら専属でついていただける

というふうなことで、専属じゃないけども

どっぷり来ていただけるみたいな、そうい

うことで、５日間予定ありましたっけ、３

日間、ということは今までとおりと同じ日

数だけれども、増えるんですね。すみませ

ん。 

  もう一つ確認ですけども、池田病院の先
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生がやめてこっちに来られるいうことで診

療日数が１日増えるということで、そうい

った意味でも増えるという人件費としても

増えるというそういうふうな位置づけでよ

ろしいんですかね。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  市立池田病院を退職なさる予定の先生が、

週３日お越しいただける。水曜日は市立池

田病院からの先生、また月曜日につきまし

ては今年度までは照葉の里箕面病院のほう

からお越しいただいていたんですけども、

次年度は、また市立池田病院の御尽力で阪

大の医局のほうで１人こちらのほうに来て

いただけるということになつまでおります。

その方につきましても会計年度任用職員と

してやっておりますので、人件費としては

そこの分が上がる。人件費の増分は次の下

のところですね、診療所の管理運営事業の

ほうの減に反映されています。 

  またここの中には、令和２年で行ってお

りました機器、機械ですね、医療機器とか

ああいった整備費用、あれが減少分になっ

ております。前年度はそれがありましたが、

令和３年度はそれがないということの差が

出ております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございませんか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  歯医者さんのほうも土曜日もするという

ことで頑張ってらっしゃいました。それで

充実してきているなと思うんですけども、

余談になりますけど、この間議会便りに写

真載せて、それで反応があって患者さんが

きたと、町長のフェイスブック見て、患者

さんが来られたというんでそれを聞いたと

きに、今まで町として診療所の宣伝をしと

かないと住民の方知らない人が多かったん

だなって逆に思ったので、そうなった場合

に外の看板やら何やら変えるといったとき

の予算もここの診療所の科目に上がってく

るんですか、その質問をします。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  看板等の費用もこちらで見る形になるか

と思います。広報の大切さを確かに実感い

たしまして、次の広報とよの、そちらにも

診療所、４月号にも掲載する予定をしてお

ります。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  それはそれでよろしくお願いします。 

  せっかくああいうふうにある以上は、や

っぱり住民に使ってもらって収益を上げて

いくのが何よりですけど、ただ今回はそう

いった看板類の予算は上がってないという

認識でよろしいですね。それだけ確認しま

す。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  委員の、おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  ちょっと都合がございます、３．１１の

黙禱の時間がございます、一旦ここで休憩

したいと思います。 

  暫時休憩いたします。５０分に再開いた

します。 

（午後２時４０分 休憩） 

（午後２時５０分 再開） 

○委員長（井川佳子君） 
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  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑ほかにございませんか。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  この説明資料の２１５ページをお願いを

いたします。予算書は２２２ですけどもね。

説明資料２１５ページの大事業幾つもある

中の１番下ですかね、電子カルテシステム

の更新というふうに説明をいただいており

ましたけども、まずこのカルテのシステム

の更新というのはそもそも何年かごとにや

らなかんというもんなんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  前回、５、６年前に改修しておるところ

です、平成２６年。今回も保守の期限が切

れまして、次の更新の必要が出てきたとい

うことです。あと市立池田病院との連携の

強化それも視野に入れておりまして、より

一層そういったカルテの相互にやりとりで

きるようなシステム等を連携を深めていけ

たらなというふうに考えているところでご

ざいます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  今の説明できますと、池田病院とデータ

のやりとりができるというふうな私は意味

取ったんですけども、そういった意味では、

今現在のカルテシステムよりもさらにアッ

プした機能が追加されたとそういうふうな

認識でよろしいんでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  予算上は現在のシステムからはアップグ

レードはいたします。別途相手方もあるこ

とですのでちょっとそれは内容を詰めた上

でやっていく形になるかと思います。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  相手があるいうことなので、その部分の

追加の部分については、また別途ここの予

算とはまた違う形でというふうな意味合い

なんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  それも含めて予算化はしております。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  予算書の２２２ページ、説明資料の２１

５ページでございます。表の診療所管理運

営事業で、こちらの文章の中に事業概要の

中に派遣診療費用となっておりますが、こ

れは訪問診療ではなく、どういうことなの

かお聞きします。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  最初に説明いたしました池田病院、箕面

病院から派遣いただいている先生に対する

委託料もしくは報奨金、この費用をここに

上げてます。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  分かりました。それで診療所として訪問

診療というのがあったと思いますが、歯科
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は訪問はしないんですか。その辺どちらも

されるのかどうかちょっとお聞き、それか

ら件数などを増えているのかどうかですね。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  内科の往診ですけども、以前対象者がい

らっしゃったときは、こちらから往診行っ

ておったんですけども、２年度については

ちょっと実績がないです。歯科につきまし

ては反対に予算認めていただきまして、ポ

ータブルの訪問診療用の設備等も充実させ

まして、月に１回は訪問で行っております。 

  また近くの施設等ともお話しさせてもら

ってまして、そこで歯科の治療等必要な方

に往診できるようにやっていこうかと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  では質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（井川佳子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり、可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（井川佳子君） 

  挙手全員であります。 

  よって、第２０号議案は原案のとおり可

決されました。 

  日程第４、第２１号議案、令和３年度豊

能町後期高齢者医療特別会計予算の件を議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  第２１号議案、令和３年度豊能町後期高

齢者医療特別会計予算の件につきまして提

案理由の御説明を申し上げます。 

  お手元の予算書２３５ページをお開き願

います。説明資料は２１６ページになりま

す。 

  第１条といたしまして、歳入歳出予算の

総額は歳入歳出それぞれ５億7,９５１万7,

０００円と定めるものでございます。 

  それでは内容の主なものにつきまして、

まず歳出から御説明いたします。 

  ２４７ページをお開き願います。 

  款１・総務費は医療に係る事務と保険料

徴収事務の事務経費でございます。 

  次に２４８ページの款２・後期高齢者医

療広域連合納付金５億6,２４７万8,０００

円は、保険料徴収分等を広域連合に納付す

る負担金であります。 

  続きまして歳入の主なものを御説明いた

します。 

  お戻りいただきまして２４３ページをお

開き願います。 

  款１・後期高齢者医療保険料は特別徴収、

普通徴収合わせまして５億３４０万4,００

０円の保険料を見込んでおります。 

  ２４４ページを御覧願います。 

  款３・繰入金、項１・一般会計繰入金、

目２・保険金基盤安定繰入金は政令軽減分

である保険基盤安定繰入金として5,９０７

万4,０００円を計上しております。 

  説明は以上でございます。 

  御審査いただき、御決定賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（井川佳子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  予算書の２４３ページです。後期高齢者
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の政策資料は２１４ページになります。こ

の中で今、後期高齢者も大変な状況に負担

が増えてくるということでの滞納が増えて

いるんじゃないかと思うんですけども、今

回は４０５万8,０００円が滞納分として上

げられておりますけれども、この状態はど

ういうことになっているのか聞きます。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  後期高齢者保険料普通徴収分の滞納繰越

分なんですけれども、全体としては滞納者

数というのは少ないです、比較的。２０～

３０人程度が滞納繰越分として回るんです

けれども、大半の方につきましては督促等

によりまして、その年中に納付いただけて

おるところです。ただやはりずっと困難な

方というのは数名いらっしゃいます。その

方につきましては、引き続き徴収を行って

おるところなんですけれども、その分につ

きましてはまだ滞納解消に至ってないとい

うところです。 

  以上です 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  それが積み重ねられたら、これは国保は

５年で不納欠損になっていきますけど、こ

の場合はどないなるんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  ２年間で時効になるということです。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  事情を調査するいうことは、訪問なども

されている場合もあるんですか。私は厳し

い取立てをしなさいというてるんじゃない

んですけどね。やはり支払いが困難な人も

やはりいてるということだと思っておりま

すので、その点の生活環境がどうなのかと

いうところも心配ですし、その点で聞いて

いるわけです。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  後期高齢者医療の保険料に関しましても、

全庁的な徴収対策を行っております。また、

後期高齢者医療の保険料に限らず、税や介

護保険についてもやはり徴収困難な方につ

きましては滞納として残っていきます。で

すので連携を取りながらやっておるところ

なんですけれども、お約束いただいている

限りはその分は債権として残りますので、

先ほど２年で時効といいましたけども、分

割納付等していただいている、続けられて

いる方はそのまま欠損せずに残っていきま

す。そういった方が、先ほど申しました程

度の人数おられますので、滞納繰越分とし

て上がってくる。ただ、その年度内で滞納

解消までは長期の分割になりますので入れ

られない。一定程度の方につきましては、

すぐに納付いただけるので約２５％の滞納

繰越分の徴収率となっておるところでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  豊能町、結構徴収率よかったですよね。

中でもちょっと滞納して２年間で時効にな

るっていうお話ですけれども、大阪市なん

かと一緒ですわね。あっちなんか相当ひど

いですわね。徴収率も悪ければ時効になる
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人もかなり多いと思うんです。その分のカ

バーというのは大阪市がしてくれているん

ですか。豊能町もしなくちゃいけない、そ

のシステムがちょっと分かんない、お尋ね

しますが。また徴収率がよかったらそれに

何か上乗せして入るようなことを前聞いた

ことがあるようなないような気がするので、

ちょっとそのあたり説明をお願いします。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  実績でいいますと、大阪府内で豊能町、

上から数えて１４番目、１位とかは９9.

９％とかもうほぼほぼ完納に近いところも

ありますので、そこまでは至らないですけ

ども上位のほうにおるというところです。

滞納分につきましては、全体の保険料収入

というので計算いたしますので足らない分

を町がカバーするという形ではなく、全体

で均等にカバーしていく形になります。 

  インセンティブにつきましては、国民健

康保険の保険料に関して徴収率の高いとこ

ろにインセンティブがあるんですけれども、

後期に関してはどこにそういった制度とし

てはないということで。 

○委員長（井川佳子君） 

  その他質疑ございますか。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  同じ質問になるかも分かりませんが、滞

納される方というのは、単年度だけなのか

それとも結構継続してそうなっているのか、

その辺はどういう傾向があるんでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  滞納者の傾向なんですけども、古い年度

から順に分割納付で納めていっていただき

ますけども追いついていかないという状況

ですので、累積滞納で何年か前の分の保険

料を納めているので今年の分が納められな

い、じゃあその年度中で当然納まりきらな

いのでまた翌年度、何でそういうことが起

きるかいうとやはり一時そういった収入が

大きい、家をお売りになったとかそんなケ

ースが１つとしてあるんですけども、そう

するとその年の所得が上がりますので保険

料も上がる。後期だけじゃないんです。む

しろ別の介護保険とか税ですね。そちらの

ほうで最初に滞納が生じてきて、全体一切

こういう保険料とかの収納が難しくなって

いかれる方がいらっしゃいます。分割納付

でここのところの傾向なんですけども、か

なり長期で納付いただけている方でも、今

年度中に何名かの方は完納していただけま

した。ですので、長きにわたっても納めて

いっていただけるということはよろしいこ

とかなと思うことと、またそういった事情

がありまして滞納されている方につきまし

ては、延滞金の減免等の制度も置いており

ます。ですので、事情を聞いた上で滞納に

なった事由、やむを得ないなというときで、

少なくとも本税とか相当分は分割で納めて

いただいて、完納に至りましたら延滞金の

減免等することによって、今後滞納が生じ

ないよう現年度で納めていただけるように

持っていきたいというところでございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑はございますか。 

  では質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  厳しい後期高齢者医療、老人医療費のこ

とからですね、後期高齢者医療というふう

になってきたんですけれども、私は老人医
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療費のほうに戻すようにずっと言うてきて

おりまして、そういうことでの後期高齢者

７５歳以上ですね、この厳しい年齢で収入

もない年金も減らされる、そういう下でま

た２割負担とかいろいろ３割負担とかいろ

いろ言われてきている中で、これは厳しい

状態に追いやるということでの反対討論と

いたします。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか討論ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（井川佳子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（多数挙手４：１） 

○委員長（井川佳子君） 

  挙手多数があります。 

  よって、第２１号議案は原案のとおり可

決されました。 

  日程第５、第２２号議案、令和３年度年

度豊能町介護保険特別会計事業勘定予算の

件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  それでは第２２号議案、令和３年度豊能

町介護保険特別会計事業勘定予算の件につ

きまして、提案理由の御説明を申し上げま

す。 

  お手元の予算書２５３ページをお開き願

います。説明資料は２１７ページでござい

ます。 

  第１条といたしまして、歳入歳出予算の

総額は歳入歳出それぞれ２３億1,８１０万9,

０００円と定めるものでございます。 

  第２条としまして、地方自治法第２３５

条の３、第２項の規定による一時借入金の

借入限度額を１億円と定めるものでありま

す。 

  また第３条につきましては、地方自治法

第２２０条、第２項、ただし書の規定によ

り歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができるものにつきまして、定めたも

のでございます。 

  内容につきまして、歳出からその主なも

のにつきまして御説明をいたします。 

  ２７１ページをお開き願います。 

  款１・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費3,７４３万8,０００円でご

ざいますが、そこの経費の主なものは職員

人件費と介護保険システム改修費等に係る

経費でございます。 

  ２７３ページをお開き願います。 

  項３・介護認定審査会費、目１・認定調

査等費1,２６５万4,０００円は主治医意見

書作成の手数料や業務委託料の要介護認定

調査委託料等の経費でございます。 

  また目２・介護認定審査会共同設置負担

金1,４５０万円でありますが、これにつき

ましては池田市、能勢町、豊能町の１市２

町によります認定審査会の負担金でござい

ます。 

  ２７５ページから２８１ページにかけて

の款２・保険給付費でありますが、令和３

年度から令和５年度までの第８期介護保険

事業計画での推計値に基づきまして、対前

年度比5.１％減の２０億8,５７６万2,００

０円を計上しております。 

  次に２８２ページの款４・地域支援事業

費、項１・介護予防生活支援サービス事業

費の8,２２９万6,０００円は、総合事業に

係る経費でございます。 

  また同じページの項２・一般介護予防事

業費９１１万4,０００円並びに２８３ペー

ジから２８７ページにかけての項３・包括
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的支援事業費、任意事業6,３７１万2,００

０円につきましては、予防と自立支援に重

点を置いた地域支援事業及び地域包括支援

センターの運営に係る経費などでございま

す。 

  次に歳入につきまして御説明申し上げま

す。 

  お戻りいただきまして２６３ページをお

開き願います。 

  款１・保険料の第１号被保険者保険料で

ございますが、国のワークシートに基づい

て算出した保険料給付費に対する第１号被

保険者負担分に滞納分を含めまして５億9,

１３２万4,０００円を計上しております。 

  次に２６４ページをお開き願います。 

  款３・国庫支出金、目１・介護給付費国

庫負担金ですが、現年度につきましては国

の介護給付費負担分としまして４億1,７１

５万2,０００円を計上しております。 

  項２・国庫補助金は市町村ごとの介護保

険財政の調整を行うためや、指標に沿った

評価を行い交付を受けるもので5,１１２万2,

０００円を見込んでおります。 

  ２６５ページの款４・支払基金交付金、

目１・介護給付費交付金、現年度分５億6,

３１５万6,０００円は第２号被保険者の負

担分として介護給付費の２７％に相当する

額を計上いたしております。 

  また２６６ページ、目２・地域支援事業

支援交付金、現年度分2,４７１万7,０００

円につきましては、地域支援事業費の介護

予防事業費として第２号被保険者の負担分

２７％に相当する額を計上しております。 

  次の款５・府支出金、目１・介護給付費

府負担金、現年度分につきましては、大阪

府の負担分であります介護給付費の１2.

５％に相当する額２億6,０７２万円を計上

しております。 

  ２６７ページの款６・繰入金、項１・一

般会計繰入金の目１・介護給付費繰入金、

現年度分でございますが、町の負担分とい

たしまして、介護給付費の１2.５％の２億6,

０７２万円を計上しております。 

  ２６８ページの目４・その他一般会計繰

入金は人件費や事務費分として6,３３６万4,

０００円を計上しております。目５・低所

得者保険料軽減繰入金は低所得者への保険

料軽減措置に係る2,０７２万5,０００円を

計上しております。 

  説明は以上でございます。 

  御審査いただき、御決定賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（井川佳子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  説明資料２１７ページをお願いいたしま

す。予算書では２７１ページになるんです

けども、この２１７ページのこの説明資料

の大事業の１番上ですかねこれ、介護保険

事務事業ということで令和３年は６３５万3,

０００円を計上されてまして、前年度、令

和２年度では４５７万5,０００円ですので、

約２００万ぐらいのアップになっておりま

すが、そのあたりの要因は何と考えられる

んでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  いずれもシステム改修費なんですが、そ

の金額の差になっております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑はございますか。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  予算書の２６４ページでございます。そ
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れから説明資料では調整交付金のところな

んですけどね。調整交付金でちょっと聞き

ますね。前年度よりかこれが減ってます。

減っている原因は何ででしょうか。どうい

う要因があるんでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  調整交付金につきましては、市町村ごと

の介護保険財政の調整を行うという目的の

補助制度でございまして、後期高齢者の加

入割合または第１号被保険者の所得の分布

状況、それによって市町村ごとの格差を埋

めるということで算定されるものでござい

ます。 

  前年度につきましては、その算定により

この額だったんですけども、やはり所得階

層は高いです。豊能町につきましては。そ

のことによって、他の市町村よりも財政的

には余裕があるとみなされますので、この

調整額というのが少なくなっているという

事情でございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  それを示しているんだと思います。滞納

金が９万円ですよね。すごく少ないので十

分そういう財政力があるということになる

のかなと思いますけれども、しかし介護給

付基金が、そのためにたくさんたまってき

て今回は６億4,０００万円ほどあるという

ところで、やっと1,２００万円、僅か1,２

００万円しか反映させてないということに

なって、それでも値上げがされているとい

うことなんでね、そういう点でやはりもう

ちょっとこのこの年度は据置きという立場

が取れなかったのかなというふうに思いま

すけど、このところの検討ですけれども。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  大阪府内の保険料の順位といったら変な

んですけれども、豊能町は恐らくこの改定

で下から３番目ぐらい安いんです。一部据

え置いておられるところもありますけれど、

介護保険料全体で見ていきますと、今後高

齢化に伴う負担増が見込まれておりますの

で、それに備えて基金で備えていたという

ことです。 

  保険料が今後増加していく、上昇してし

ていくことは避けないこととは考えており

ます。できるだけその抑制するためにそう

いった基金を活用していきたいんですけど

も、先に大きな額を活用することが見込ま

れますので、この時点では一部1,２００万

程度の予算抑制に用いるということをして

おるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  説明資料の２１８ページお願いします。

予算書は２７１ページ。この２１８ページ

のまず１点目は、６項目め介護保険計画運

営事業なんですが、本年は４４万4,０００

円、昨年が３０２万6,０００円ということ

で大きくその計画運営事業費として下がっ

ておりますけども、このあたりの要因は何

でしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  第８期の介護保険事業計画が令和２年度

で作成いたします。その分の費用が令和３
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年度は要らないということで減額になって

いるものでございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  そうしましたら同じその２１８ページで

１４番の項目ですね、居宅介護住宅改修費

給付事業、これにつきましては、本年令和

３年が６５３万で前年度令和２年度が９７

９万8,０００円から約３５０万くらい下が

っておりますけども、このあたりはどうい

った理由でしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  令和２年度の予算につきましては、第７

期の事業計画に基づいて予算組みをしてお

りました。その際の見込み量が今度の第８

期のにおきましては、見込み量が少なくな

っているということでそこの差が出てきて

いるものでございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  ということは、第７期とこれからの際ち

ょっとその分差が出てきていますというこ

とですけども、それはある意味給付費その

ものが下がるという意味じゃなくて、それ

を利用する人の数が多分減るだろうという

そういうふうな意味合いなんですね。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  委員おっしゃるとおりです。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  続いて同じく２１８ページの一覧表の中

の１７番目介護予防サービス給付事業、こ

れにつきましては、逆に令和３年度が3,１

９９万3,０００円、約3,２００万それに対

して令和２年度が2,３０６万2,０００円こ

れが約９００万くらいアップしております。

そのあたりの要因は何でしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  反対に介護予防サービス事業につきまし

ては、利用が伸びております。その実績に

基づいて予算化させていただこうというと

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  続きまして説明資料２１９ページの項目

でお伺いいたします。このページの上から

５番目、介護保険給付関連事業という名目

になっております、小事業名ですかね。こ

れにつきましては、令和３年度は１億1,１

７４万6,０００円という金額計上になって

まして、令和２年度は１億4,９８３万4,０

００円、これでいきますと約4,０００万ぐ

らい減ってるのかな、このあたりはどうい

った理由でしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  先ほどと同様第７期の計画値との差異に

基づく差でございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  質疑ございますか。 
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  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  今のところで、令和３年度は大分減額さ

れているんですけれども、認定が厳しくな

っているんじゃないでしょうかね。厳しい

からこれがなかなか受けられないというよ

うなことになってるんじゃないかと思いま

すが、その要因は違ってますか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課の桑原です。 

  受けにくくなっているということはない

というふうに認識しております。皆さん健

康を維持していただいて、介護状態になら

ないようにまたそういった予防事業、健康

の維持等に努めていただけているのがこう

いったものに反映されてくるかなと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  予算書の２７３ページの１番下の介護保

険の認定審査会共同設置事業とありますよ

ね。これちょっと触れてないと思うので御

確認します。前年より１４０万円位アップ

してるんですが、これは対象者が増えたと

思ったらいいんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  これ、池田市に置いて事務をしておりま

して、池田市さん、能勢町さん、豊能町と

で協働をしております。ただ、今年度から

もそうだったんですけども、コロナ禍の影

響でなかなか認定審査会の実施が難しくな

っております。そのため会議のための資料

をリモートの会議とかファクスで送ったり

とかそういうための資料、集まってできな

いことによる事務がかなり増えておりまし

て、そのために職員雇用しております。そ

の費用が増えた要因になっているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  池田、豊能、能勢でやってますけども、

実際、事務所は池田にあって、そこがコロ

ナでもみんな行けなくなって事務をしてく

ださっている方の分量が増えたと、ですか

ら非常勤を雇ったかどうかは分からないけ

どそういう人件費の分として能勢、豊能の

割合はどのぐらいになるんですか、負担割

合というのかな、人件費に対する負担割合。

今の説明でいいですよね、そういう理解で

いいですよねこの人件費は。負担割合を教

えてください。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  審査件数割ということで振り分けており

ます。ただ先ほど申し上げましたとおり、

今年生じた場合につきましては、予算措置

されておりませんので池田のほうで持って

いただいてる。その分を次年度で精算する

ような形で少し割増分が豊能町と能勢町さ

んのほうにあるということでございます。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  予算書２７１ページ、説明資料の２１９

ページの予備費なんですけれども、これは
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介護だけなんですか、予備費についてちょ

っと詳しく説明お願いします。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  この会計内での予備費です。 

  介護特会の中で必要が生じたときに用い

るための予備費ということでございます。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  寺脇委員の質問のこの予備費なんですけ

ども、これは具体的に２８７のどこになる

んでしょう。 

○委員長（井川佳子君） 

  桑原保険課長。 

○保険課長（桑原康男君） 

  保険課、桑原です。 

  ２９０ページ。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほか質疑ございませんか。 

  質疑終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

  介護保険は３年ごとの見直しで、料金が

改定されて値上げされていく、そういう流

れがずっと続いております。豊能町は幸せ

なことに皆さんがお元気で本当に給付金を

使われない、そういった状況が続いており

まして１期３年約8,０００万ぐらいのとこ

ろをずっと積み重ねてきて今６億4,０００

万ほどがたまってきたということでござい

ます。これは豊能町にとってもいいんです

けれども、国は自助、公助いうのが言うて

おりますけれども、自助のほうをすごく強

調しておりまして、公助を後のほうに回し

ておる状態で、それこそ豊能町にぶら下が

っているような感じだと思いますね。 

  だからそういうもので介護保険というの

は、もっと従来社会保障していかないとい

けない立場である国が、やはりもっと補助

金を増やし個人負担が少ないようにやって

いくべきものであって、国の制度として私

はこの間ずっと反対しております。豊能町

のほうでは頑張っているんですけども、こ

れは国の制度として私は反対討論といたし

ます。 

○委員長（井川佳子君） 

  ほか討論ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（井川佳子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（多数挙手４：１） 

○委員長（井川佳子君） 

  挙手多数であります。 

  よって、第２２号議案は原案のとおり可

決されました。 

  日程第６、第２３号議案、令和３年度豊

能町下水道事業特別会計予算の件を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  山谷都市計画課長。 

○都市計画課長（山谷賢一君） 

  都市計画課の山谷でございます。お疲れ

さまです。 

  それでは第２３号議案、令和３年度豊能

町下水道事業特別会計予算の件につきまし

て御説明申し上げます 

  お手元の予算書２９９ページを開きくだ

さい。当初予算説明資料は２２２ページで

ございます。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出

それぞれ４億7,３５９万5,０００円と定め

るものとしており、前年度に比べまして2,
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６１１万5,０００円の減となっております。 

  第２条、債務負担行為でございますが、

３０３ページの第２表、債務負担行為を御

覧ください。 

  下水道事業の地方公営企業法適用準備事

業としまして、令和３年度から令和５年度

までの３年間で限度額5,７２４万4,０００

円とするものでございます。 

  第３条地方債でございますが、３０４ペ

ージの第３表、地方債を御覧ください。 

  起債の目的は下水道債で限度額は5,６６

０万円としております。 

  第４条、一時借入金でございますが、一

時借入金の借入れ最高額を１億円と定める

ものでございます。 

  それでは歳入歳出予算事項別明細につき

まして御説明させていただきます。 

  前年度と比較して、特に変更となった箇

所を歳出より御説明させていただきます。 

  ３５４ページを開きください。 

  款１・下水道費、項１・下水道管理費、

目１・下水道総務費ございますが7,９１４

万7,０００円を計上しており、前年度と比

較しまして1,９３７万8,０００円の増とな

っております。この主な要因は地方公営企

業法適用準備事業に係る業務委託料の増と

収支見込みから後年度の整備事業に備える

ため、下水道建設基金への積立金を増額す

るものでございます。 

  ３１５ページを御覧ください。 

  目２・下水道維持管理費でございます。

前年度と比較しまして９７７万6,０００円

の減となっております。この主な要因とし

ましては、令和２年度に実施いたしました

下水道誤接続調査が終了したことと、流域

下水道維持管理負担金が減となったことに

よるものでございます。 

  ３１６ページを開きください。 

  款１・下水道費、項２・下水道整備費、

目１・下水道整備費は前年度と比較しまし

て４７２万7,０００円の減となっておりま

す。この主な要因は、流域下水道事業の負

担金が増となる一方で人件費と工事請負費

が減となったことによるものでございます。

この工事請負費の主なものにつきましては、

一般会計の際にお配りいたしました主要工

事予定箇所を図の７の１管渠構成工事、７

の２暗渠等補修補強工事でございます。 

  ３１９ページを開きください。 

  款２・公債費、項１・下水道公債費につ

いてですが目１・元金は前年度と比較しま

して2,７７９万8,０００円の減。目２・利

子は前年度と比較して３０９万5,０００円

の減となっております。これは過去に下水

道整備した際に借入れた起債の償還が順次

終了しているためでございます。 

  次に歳入の御説明をいたします。 

  ３０９ページにお戻りください。 

  款２・使用料及び手数料、項１・使用料、

目１・下水道使用料は前年度と比較して２

０２万円の減となっております。これは人

口減少による減を見込んだものでございま

す。 

  ３１１ページを御覧ください。 

  款５・繰入金、項１・一般会計繰入れ金、

目１・一般会計繰入金は3,４６６万円の減

となっております。主な要因は下水道債の

償還に伴います交付税措置の減と、工事検

査員との兼務職員の人件費分の減によるも

のでございます。 

  款５・繰入金、項２・基金繰入金、目

１・下水道建設基金繰入金は３４８万5,０

００円の減となっております。主な要因は

投資事業が原因となったことによるもので

ございます 

  ３１３ページをお開きください。 

  款８・町債、項１・町債、目１・下水道

債でございますが、前年度と比較して1,４
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１０万円の増となっておりますが、これは

流域下水道事業建設負担金の増と公営企業

会計適応債の増によるものでございます。 

  説明は以上でございます。 

  御審議いただき、御決定賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（井川佳子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  中川副委員長。 

○副委員長（中川敦司君） 

  中川です。 

  説明資料２２２ページの幾つかある中の

うちの１つを聞かせてもらいます。大事業

名、１項目め、下水道運営事業なんですけ

ども、これが令和３年7,８９４万7,０００

円に対して、令和２年度が5,９５６万9,０

００円ですので、約2,０００万円ほどアッ

プしておりますけれども、このあたりの要

因はどういったことになるんでしょうか。 

○委員長（井川佳子君） 

  山谷課長。 

○都市計画課長（山谷賢一君） 

  都市計画課の山谷でございます。 

  これにつきましては、先ほども申し上げ

ました地方公営企業法の適用、これの準備

の委託業務これが３年度より入ってまいり

ますので増額となっております。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  説明資料の２２２ページのほうに総合計

画での不明水対策のための管更生率１2.５

とありますね。これっていうのは１2.５％

が更生しているのかちょっと意味が分から

ないのと、まずそこをお願いします。下の

予算に反映されているのか併せて。 

○委員長（井川佳子君） 

  山谷都市計画課長。 

○都市計画課長（山谷賢一君） 

  都市計画課の山谷でございます。 

  この不明水対策の管更生率でございます

けれども、内容としましては老朽化した下

水道本管、これを内側からコーティングし

まして管の更生を図って延命を図るという

ものでございます。 

  費用としましては大事業名の３番、公共

下水道建設事業、この中の工事費の中に含

まれたものでございます。そして１2.５％

でございますけれども、これは今現在私ど

もが把握しております補修しなければいけ

ない延長に比べまして、既に補修が終わっ

ておる延長それの率を出したものでござい

ます。 

○委員長（井川佳子君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ていうことは、もうどこを管を更生する

ために中を塗らなくちゃいけないかという

の調べて、それを１００とした場合のうち

の１2.５が終わったっていうそういう理屈

ですね。そのうちの予算がこれだと。分か

りました。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  説明資料の２２２ページ、予算書３１４

ページの説明資料の２つ目の項目の下水道

施設管理事業、これは特定財源というのは

全くないんですか。 

○委員長（井川佳子君） 

  山谷課長。 

○都市計画課長（山谷賢一君） 

  都市計画課の山谷でございます。 

  この事業、維持管理事業につきましては、

文字どおり今ある下水道事業施設の維持管
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理をするものでございまして、基本的には

下水道使用料をもって充てるものというふ

うになっておりますので特定財源のほうは

ございません。 

  以上です。 

○委員長（井川佳子君） 

  そのほか質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

  では質疑を終結いたします。これより討

論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（井川佳子君） 

  討論を終結いたします。これより採決を

行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（井川佳子君） 

  挙手全員であります。 

  よって、第２３号議案は原案のとおり可

決されました。 

  以上で予算特別委員会に付された案件は

全て終了いたしました。 

  よって、閉会したいと思いますが、これ

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（井川佳子君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本委員会は閉会することに決定

いたしました。これで本日の会議を閉じま

す。 

  本委員会の閉会に当たり町長より挨拶を

受けます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  本日はありがとうございました。予算特

別委員会におきまして、２日間長い間でご

ざいましたけれども、御審査賜りありがと

うございます。 

  令和３年度当初予算特別会計に対しまし

て適切な御審議を賜り、御決定をいただき

ました。ありがとうございます。審査中に

いただきました御意見、そして御提案に関

しては執行のときにしっかりと反映させて

いただくとともに、これからも削減のほう

を努めてまいりたいと思います。 

  今後とも本当に御支援と御協力よろしく

お願い申し上げます。 

  最後になりましたが、ちょっと御報告な

んですけども、月曜日なんですけれども兼

ねてから大阪大学と健康延伸について連携

協定をしておりまして、その内容につきま

して取材がございまして、朝日放送、本来

は９日に放送されるということでしたけれ

ども１５日月曜日の５時から５時半の間の

５分間ぐらいいうことで放送されることに

なります。豊能町にとって明るい話題とい

いますか、なかなかいい話題が少のうござ

いますけれども、今回はそういう内容につ

きまして、松本調整監が過去の経過も含め

まして御説明をさせていただくということ

ですので、ぜひ御覧をいただきたいと思い

ます。 

  連日の御審査、本当にありがとうござい

ました。 

○委員長（井川佳子君） 

  ありがとうございました。 

  これをもって、令和３年豊能町議会３月

定例会議予算特別委員会を閉会いたします。

どうもお疲れさまでございました。 

 

閉会 午後３時４５分 
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